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                                １０：００開議  

 

○ 三木 隆委員長 

 議案の審査に入ります。 

 まず、部長よりご挨拶をお願いします。 

 

○ 山下市民文化部長 

 市民文化部の山下でございます。おはようございます。 

 本日は令和元年度の決算、令和２年度の補正予算、そして工事請負契約の締結、併せま

して協議会３件と報告１件について、ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ありがとうございました。 

 

    議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第１目 一般管理費（関係部分） 

          第４目 文書広報費（関係部分） 

          第10目 地区市民センター費 

          第11目 国際化推進費（関係部分） 

          第13目 計量消費経済費 

          第17目 コミュニティ活動費 

          第18目 市民活動費 

          第19目 文化振興費 

          第20目 生涯学習振興費 

          第23目 諸費（関係部分） 

        第10款 教育費 

         第５項 社会教育費 
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          第３目 公民館費（関係部分） 

 

○ 三木 隆委員長 

 これより、市民文化部中市民生活課、市民協働安全課、文化振興課所管部分についての

審査を行います。 

 議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち市民生活課、

市民協働安全課、文化振興課所管部分についてを議題といたします。 

 本件につきましては議案聴取会において追加資料の請求がありましたので、資料の説明

をお願いします。 

 

○ 中野文化振興課長 

 おはようございます。文化振興課の中野でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料はタブレットの05、８月定例月議会、06、産業生活常任委員会、003、市民文化部

（追加資料）をお願いいたします。145分の３ページ、決算常任委員会、産業生活分科会

資料からお願いいたします。 

 

○ 三木 隆委員長 

 よろしいですか。 

 はい、お願いします。 

 

○ 中野文化振興課長 

 議案聴取会におきましてご請求いただきました資料のご説明を申し上げます。 

 諸岡委員より、全国ファミリー音楽コンクールにつきまして、２点の資料のご請求をい

ただきました。 

 まず、１点目からです。５ページをご覧ください。 

 第８回全国ファミリー音楽コンクールｉｎよっかいちにおける情報発信についてでござ

います。 

 情報発信の状況につきまして、ポスターなどが全国の都道府県にどの程度まで行き渡っ

ているのかということにつきまして、ポスター等の送り先が幾つの都道府県にあるかで整

理をいたしました。ここに上げております送り先は主立ったところでございまして、まと



 - 3 - 

まった数があり、音楽を愛好する方や家族で出かける機会の多いところといたしました。 

 文化会館のような公立文化施設宛てには、47の都道府県に1210施設をお送りしておりま

す。楽器店につきましては、全国楽器協会に加盟する619店舗で44の都道府県、全国展開

する大型ショッピングモールには、511の施設で46の都道府県に情報発信をいたしており

ます。 

 本選開催の告知のときには、ポスター等を作り変えておりますことと、公立の文化施設

宛ての送り先を東海３県の101施設といたしましたので、（２）として分けて記載をいた

しましたけれども、全国楽器協会加盟店ですとか、全国展開する大型ショッピングモール

への送付によりまして、47の都道府県をカバーいたしております。なお、この送り先の中

には、本市の施設店舗も含んでおります。 

 二つ目の項目ではメディア等での発信についてということで、テレビ、ラジオ、新聞な

どのメディアでの発信について、出場者の募集のときと本選開催のときに分けて記載をい

たしました。このうち、新聞や情報誌、専門誌などは掲載日や発行号の後に丸付きの数字

を入れてございますけれども、これは後に掲載しております記事の切り抜きと対応をさせ

てございます。 

 ６ページをご覧ください。 

 三つ目の項目では、ミニコンサートなどのプレイベントの開催状況を記しております。 

 大都市圏で開催される家族で出かける機会の多い大型イベントなどに参加いたしまして、

ミニコンサートを行うなどの情報発信をいたしました。 

 このほか四つ目の項目には、各種機関への訪問状況について記載をいたしました。県内

の市町や愛知県、岐阜県内の自治体、文化施設、楽器店などに直接訪問してのＰＲを行っ

ております。東海３県のほか、表中その他としまして、東京都、神奈川県、千葉県を記し

ておりますのは、先ほど三つ目の項目でご説明しましたプレイベントなどで出張する機会

を活用いたしまして、その近隣の施設などを訪問したものでございます。 

 続く７ページから11ページは、新聞、情報誌、音楽専門誌等の掲載記事を掲載してござ

います。 

 続きまして、12ページをご覧ください。 

 ご請求をいただきました２点目の資料でございます。 

 全国ファミリー音楽コンクールの応募状況の推移についてでございます。平成24年度の

第１回から、今年度、令和２年度の第９回までの応募状況につきまして、市内、県内、県
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外からの応募数と合計の組数、そして応募地域を記載してございます。 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、プレイベントの開催や直接

の訪問をしてのＰＲなどを控えたこともございまして、応募数は過去２番目の少ない結果

となっております。１回目から回を重ねてくるごとに応募総数に占める県外の割合が増え

まして、第６回からはおよそ80％を占めております。 

 また、表の１番下にありますように、毎回複数の地域からの応募をいただいております。

この状況をまとめてございます。 

 追加資料の説明は以上でございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 全国ファミリー音楽コンクールについてのご意見、ご質疑がございましたら、ご発言願

います。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 資料の作成、ありがとうございました。大変よく分かるいい資料を作っていただきまし

て感謝します。 

 まず、別に資料欲しいとかいうわけじゃないですけど、分かる範囲でいいんですが、参

加者の、例えばポスター見てこれを知ったとか、ラジオを聞いてこれを知ったとか、参加

者というか、応募してきた人ですね。その辺の集計というのはちなみに取られているんで

すか。なにで、これを知りましたかみたいな。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 応募の申込用紙に、どのようにこのコンクールを知りましたかという欄を設けてござい

ます。全ての方がそこに記載をしていただいているわけではないんですけれども、ポスタ

ーを見てというものが一番数は多いというふうには見ております。 

 以上でございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 
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 そうするとポスターの効果は、それなりにあるということはあり得るわけですね。あり

がとうございます。 

 その上で、先ほどご説明の中にもあったけれども、年々減少傾向にあるということです

が、この減少傾向の原因はどういうところと分析しているんでしょうか。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 応募数自体は、今、確かに減少の傾向にあろうかと思います。その中で、特に大きく減

ってきているなと私どもが感じておりますのは、県内の他市町からの応募でございます。

四日市市内の応募数もそう多いわけではありませんけれども、一定数を保っているなとい

う反面、県内の応募が少ないという状況がございまして、ここを何とかもう少し広げられ

ないかということなどを考えるものですので、県内、特に近隣の市町等には積極的なＰＲ

を訪問して行っているところでございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちなみに例えば、直近で今年の第９回というのが31組ですよね。去年が47組、その前が

43組だけど、選ばれたかどうかは別にして、応募者、これらの推移、例えば、今年31組応

募してきたけれどもこの人たちは、去年も応募していた人たちなのか、おととしも応募し

ていた人たちなのか、ずっと継続して毎年毎年応募していて、９回目でようやく当選した

で来たという人もいるのかもしれないし、その辺というのはどう分析されていますか。 

 要するに、新規がどれぐらい来ているのかというのを知りたい。毎年同じ人が手挙げて

おるのか、それとも、新規が増えてきているのかというのを知りたいんですが。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課の中野でございます。 

 今回、第９回につきましては、かなり全体の数が少ない中ではございますけれども、こ

の31件のうち21件が初めての応募でございます。残る10件が２回目の応募ということで、

今回は初めての応募と２回目の応募のみでございました。その10件の中にも昨年第８回に

応募してもう一度という方もあれば、第１回に応募して以来の２回目の応募という方もご

ざいました。 
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 この１回目、初めての応募が実はこれまでの応募内訳の中で最も多ございまして、昨年、

総数47件のうちの初めての応募も30件で全体の64％というふうな数になっております。 

 同じ方がずっとずっと応募しているという例は、そう多いわけではございません。 

 以上でございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 感触としては大体半分以上は新規と、そんなイメージで見ておおむね間違いはないわけ

ですね。分かりました。 

 ちなみに、私、こういう業界のことはあんまり分からんのですけれども、例えば、31組

の応募、47組の応募という、この応募の数というのは一般的なほかのこういう音楽祭的な、

コンクール的なものと比較したとき、これは多いのか、少ないのか。どんな感じなんでし

ょうか。 

 要するに、国内にはいろんなこの手のコンクールはあると思うんだけれども――家族全

員で出るというのは少ないんだろうと思うけど――その中での人気というのはどうなんで

すか。ほかと比較したとき。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 委員おっしゃっていただきましたように、なかなか家族で出場するコンクールというの

がない中で、比べるのも難しい状況ではあるんですけれども、家族でご参加いただけるコ

ンクールという点については大変珍しく、これだけ全国の方から注目をいただいていると

いうことはありがたいなと思っております。 

 いろいろな例えば、合唱のコンクールであるとか、それから管楽器のコンクールである

とか様々なものがあるわけですけれども、そういったものは地区大会があってそこから予

選を勝ち抜いて全国大会に出場されるとかというケースが圧倒的に多いように思います。 

 また、国際的なピアノコンクールなどのようなものも各地で開かれたりもしております

けれども、そういったものと比べると、この数というのが多いのか少ないのか、正直私ど

もも何とも申し上げようがないところではあるんですけれども、これだけ全国からご家族

でご参加いただける催しということではご注目いただいているのかなと、そのようには理

解しているところでございます。 
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 以上でございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちょっと特殊過ぎて比較するものがあまりないという、そういう状況なわけですね、そ

うすると。なるほど。いいです。分かりました。結構です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に、全国ファミリーコンクールに対してのご意見はありますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 頑張って続けていただきたいなと思いますし、僕らがちょっとよく分からない高尚な世

界的なとか、レベルの高いコンクールとか音楽とかと比べると、それから庶民に近いとこ

ろで、庶民というのもごめんなさい、僕らみたいなあんまり音楽の素人にも近いという存

在、ちょうど中間のようなところが、ファミリー音楽コンクールの位置づけで、当然、音

楽のレベルも競いながらも、ファミリーを重視するというところで、身近な音楽というと

ころの接点にもなり得るのかなと思うので、継続していただきたいなと思うんですけど。 

 もう一つは、例えば、全国ファミリー音楽コンクールよっかいちのホームページとかっ

て見せていただいたりとかする中で、四日市出身で、本当に他分野でも音楽でも世界的に

活躍されている方もおられるし、外国の有名な学校とかを基軸にして音楽活動されている

方とか、もちろん国内においても、その他の分野において活躍されている方もおられるの

で、ぜひそういう方々を紹介していただいて発信をするということも、スケジュールが合

えば演奏を聞かせていただけるということもあると思いますし、そうじゃなくてもそうい

う発信をしていただければ、より音楽というのが身近に私たちに感じられたりとか、知る

ことができるし、非常に誇らしいし、テレビを見ていても四日市出身とか出てくると、あ

あ、こんな方もおられるんやって、本当にすばらしい生き方であったりとか、もちろん音

楽のスキルもそうですし、本当に世界が広がっていくというか、よりこのファミリー音楽

コンクールの位置づけも輝いてくる可能性もあるのかなと思うので、もちろんコンクール

として大切にしていただくという部分と、特にコロナの時代において、音楽というのは大

切ですし、また、そういう音楽をなりわいとされている方のそういう発表の場面であった

りとか、いろんな活躍の場面を提供するという意味合いにおいても、状況によっていろい
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ろ工夫をしなければいけない局面はあるとは思うんですけれども、工夫をしながら続けて

いく、また、四日市からいろんなものを発信して、コンクールの内容とか動画とか、いろ

んなものを発信するのもそうですし、それ以外のものも、いろんなことを文化という部分

で発信していくというような工夫もこれからしていただいたほうがいいんじゃないかなと

思うんですが、その所見だけでもお伺いさせていただけますか。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 例えば、昨年第８回の折には特別演奏としまして、四日市高校の卒業生でいらしてピア

ニストとして活躍しておられる方の特別演奏をしたこともございました。 

 四日市といえばマリンバが盛んだよねということで、過去にはマリンバの演奏を特別演

奏でしたこともございましたけれども、このように四日市にはいろんな方がいらっしゃっ

ていろんな活躍されているよということをお伝えしていける場面を、これからも工夫して

まいりたいと思いますし、四日市として文化の発信にとどまらず、四日市を様々な方に知

っていただけるような、そんな取組もシティプロモーション部とも連携しながら、引き続

きやっていきたいなと思っております。 

 ありがとうございます。 

 

○ 笹井絹予副委員長 

 広告は、毎年大体イラストが多いんでしょうか。 

 この情報誌を見てるとイラストが描いてあって、漫画というか、大体そういう写真では

なくてこういうイラスト系が多いんでしょうか。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 委員おっしゃっていただいているイラストというのは、こういう感じのイラストのこと

かと思います。 

 １回目からイメージのキャラクターとして、空想の動物の家族が演奏している模様を使

っておりますので、それらで明るく楽しいイメージで発信したいということで、このよう
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なイラストを使った発信を続けさせていただいております。 

 新聞記事の中には、過去の出場者の写真を取り入れたものも欲しいということがあった

りして、示しているものもあるんですけれども、皆さんに家族で明るく楽しくご参加いた

だけるものとして、イラストを使った発信をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 笹井絹予副委員長 

 例えばイラストもかわいらしくていいなと思うんですけど、写真なんかは入れる予定と

いうのは、どうなんでしょうか。 

 

○ 中野文化振興課長 

 写真といいますと、例えば過去の出場者、受賞者の写真ですとか、今回、特別に審査員

に来ていただく著名な音楽家の方ですとか、そういった写真を使ってのＰＲは、機会があ

ればしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 笹井絹予副委員長 

 ありがとうございました。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 日置記平委員 

 総予算はこの前も発表があったんですけど、改めて、ファミリー音楽コンクールについ

ての総予算と、それから広告宣伝費の総額が幾らかだったかというのを、もう一回ちょっ

と数字を示してもらえますか。 

 

○ 中野文化振興課長 

 お待たせいたしました。 

 第８回の音楽コンクールの決算といたしましては、収入の合計が、1186万3881円。そし
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て支出の合計額が、1105万7979円でございまして、このうち広報宣伝費として支出いたし

ましたのが299万9936円と、およそ300万円というふうになってございます。 

 以上でございます。 

 

○ 日置記平委員 

 約300万円の広告宣伝費ね。そのうち新聞、テレビ、それから業界、そして皆さんが営

業活動された分、そのように分類をすると今すぐは出ないかな。新聞社には幾らだったか、

テレビ局は幾ら、それから音楽の業界に対しては幾らだったか。皆さんが実際１日活動し

てくれた日当から、交通費から、そういう分類はできていますか。 

 

○ 中野文化振興課長 

 各種媒体を通じました、メディアを通じました広告料につきましては、このおよそ300

万円のうちの124万円ほどとなってございます。 

そのほかに大きく費用がかかっておりますのは、ポスター・チラシ等の印刷に係る経費

でございます。 

 テレビ等については、コマーシャルを流していただくだけの予算経費も持ってございま

せんので、もうニュース番組に取り上げてもらうように、積極的に働きかけるなどしてお

りまして、今回メディアでの発信についてということでまとめてきた資料の中でも、有料

の広告等も確かにお願いしておるんですが、高いものでも１回９万円とかいうような取組

となってございます。 

 以上でございます。 

 今、分かる範囲やその程度で申し訳ございません。 

 

○ 日置記平委員 

 これまでもそうですけど、そこになぜ焦点当てたかというと、１回目、93組、そして９

回目が31組です。コロナであれ何であれ、実際は実践するんだから、コロナだから少ない

で満足しておったらあかんわけやんな。 

 あなた方が元気よくやるんですってそこで説明してくれた。その元気は31組しかなかっ

たのかなという疑問を持ちます。 

 それで全体的に見て、93組でも少ない。もっと増えてなければ。全国やもん。これで満
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足したらあかんですよ。 

 ただ、私は広告宣伝費を尋ねたのは、広告もしないで来るわけはない。だから広告が大

事なんです。営業経費は大事なんです。そんなことを考えると、今年はコロナなので一遍

一服したらどうかということで、私は反対という言葉を出したけれど、そして来年、しか

るべきに開催して、その間、全国に対する周知をどうしたらくまなく宣伝できるかという

ところを作戦的に練る必要があるなという思いで言いました。 

 だから目的を聞かせてもらった。もう既に第９回が来るので、ここでやめるのは確かに

――やめるって中止するという意味ね――これから四日市の文化を考えたときに、私から

見ればコロナで少ないけど、これから上り坂を上って、全国に発信するならばもっと元気

よく広告宣伝費というものを使うべきやった。 

 それからこのコロナで、何の社会的変化があったかということ、金を使うだけでは能じ

ゃない。さっきの新聞でも、新聞社へ実際にお願いに行ったかどうかですよ。ちょっとそ

の懐を後で聞きたい。それからテレビ局はどういうふうに、特にこの９回目を迎えるに当

たって、ＮＨＫから東海テレビ、三重テレビ、ＣＢＣ、名古屋テレビ、中京テレビ、この

辺の大阪、東京等ですね。東京なら、東京の事務所がうちにはあるんだから、そういった

ものを使ってやってアピールしたかはちょっと説明してほしいですけど。要は広告媒体と

いうのは、やっぱりお金をかけるべきです。でないとせっかくの機会に、あなた方が燃え

ておるその企画に対する目的が達せられない。だから、もう一つ、第８回の目標にはどれ

ぐらいの数字を置いたのか、第９回の目標にはどれぐらいを置いたのか。何組の応募を期

待するとかというところにおいては目標数字をどう置いたのか、これも聞かせてください。

取りあえずここまで。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 ご意見、ありがとうございます。 

 第８回、そして第９回も50組は目指したいなということで、私どもＰＲ取り組んでまい

りました。第８回、昨年度の開催につきましては、委員おっしゃっていただいたような各

テレビ局へのＰＲとしまして、例えば三重テレビさんやＮＨＫ津放送局さんなどには、直

接出向いてもおりますし、実はＮＨＫ津放送局さんからは後援もいただいておりますので、

資料にも示しましたようにニュースのお時間の中で複数回流していただいたりというよう
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なご協力もいただいているところでございます。 

 委員がおっしゃっていただいたような、広告にお金入れてもっと発信するべきだとおっ

しゃること、本当にそのとおりだなと思うところなんですけれども、やっぱり限られた予

算の中でどのように執行していこうかといつも悩むところでございまして、極力お金をか

けずに足で稼いで、人づてでというようなことも、工夫をしている一つでございます。 

 例年募集活動を始めますのが３月の終わりからですので、今年の第９回につきましても

この３月末に募集要項の配布等からスタートをさせたわけなんですが、ちょうど全国的に

新型コロナの問題が広がってきたときでございまして、各所へ出向くというようなことは

控えなければならない時期でございました。プレイベントも開催できませんでしたので、

今回、第９回に向けてのＰＲ活動として実施いたしましたのは、ちょうどここの資料にも

ありますようなポスター等を全国に配布したという程度にとどまっております。それでも

幸い送り元が47の都道府県ございましたもので、北海道から沖縄まで、ご応募いただける

ことができたんだなというふうには思っております。 

 これに確かに甘んじることなく、より多くの方にご参加いただける、そのための工夫と

いうのは、引き続きしていかなきゃいけないなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 日置記平委員 

 まず目標数字ですけど、50組と言わはったね。50組の30組なら、これ、合格率やね。合

格点70％行きゃ合格なわけや。だけど、50組が正しかったかどうかというところも、もう

ちょっと見直さなあかんでしょ。だって過去に93組という実績があるのに、何で50組で満

足するんやね。それはあかんの、そんなのは。これ、絶対あかんですよ。うん。一遍、こ

れ、よう反省しないと。93組という実績があるんやもん。何で50組なん。これは、こんな

数値、少ない目標で満足したらあきませんで。そしたら93組あったときは、今の実行予算

の倍もあったんかね、予算が。違うやろう。これは、計画の段階で考え方のポイントが違

っています。 

 だから過去の実績というものを起点にして、このときにどんな努力をしたかですよ、こ

れ。それでも実績出てるんやもん。これはもう大いなる反省をして、次なるステップに、

目標は50組と置いたらあきませんぞ。これ、平均したらどんだけになるのか。計算してね。

平均ではあかんですよ。上限の93組というものが、もう過去にあるということの事実を起
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点にしていないと。これをベースにして、目標を立てる。その中で、広告宣伝費をどう使

うかです。 

 だから、今の少ない予算で93組以上に上げるにはどうしたらいいかということも作戦で

一つ、うん。だから今、いろんな媒体があるじゃないですか、お金を使わなくてもね。で

も、やっぱり一番いいのはテレビでしょうな。新聞でしょう。しかもそれは無料のニュー

スとして捉えてもらうためにどうするかです。これ、こんな数字が下がっているところが、

テレビ局や新聞社が知ったら、これあまりニュースとして取り上げてくれやん。話題性が

ないもん。それは目標50組と聞いたら、そんなに彼らはニュース性として捉えてくれやん

に。 

 だから総合的にこれは判断をして、やっぱり実行しないといかんと思いますわ。しっか

りとこれからも取り組んでいってください。 

 それからもう一つは広告宣伝についてはちょっと広告の勉強してもらって、有料か無料

か知らんけど、広告会社、電通あたりと――津にあるやん、電通ね――相談したらいい。

民間企業が相談すると有料になるけど、公共団体が相談したら相談料なしでやってくれる

かもしれない。これも、こういうところと相談すると、いいヒントが得られると思います。 

 終わります。 

 

○ 三木 隆委員長 

 意見でよろしいでしょうか。 

 他の議案についてのご質疑、ご意見を伺います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 すみません、ちょっと私の資料の請求の仕方がまずかったのかもしれません。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員 

 79分の61ページについて、自分は資料を請求したつもりだったんですけれども、議案聴

取会のときに、お断りをしたことがあるのかということについて一部宗教関係の主催者の

ものについてはお断りをしたということで、あと、主催者が個人である場合、個人の名前
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を出せということかと言われて、それは必要ないけれども行事についてはお願いをしたい

と、過去に遡って言ったんですが、今日、資料がない理由をまず説明していただいていい

ですか。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 失礼いたしました。 

 議案聴取会の折に、樋口委員のほうから審査には影響しないとおっしゃっていただきま

したもので、すみません、後日の提供でとお願いしたいところでございます。 

 申し訳ございません。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 それならそれで頭に言わないとさ。 

 

○ 中野文化振興課長 

 申し訳ございませんでした。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 割と穏やかにしておるつもりですけど、腹立ちますに、それは。 

 ちょっと部長、コメント。 

 

○ 山下市民文化部長 

 すみません。 

 今回、議案に必要な資料と参考資料という概念で分かれる形で、そのときに確認をきち

んとするということの議員のほうに、今回に審査の中に入るというふうに確認をしなかっ

たところについては、本当におわびをしたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そういうことが今後ないようにしていただきたい。こんなもう賛成する気でおってもさ、
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いらっとしますに。公共の電波に乗っけるような話じゃないけど。 

 ちょっと一旦やめておきます。腹立っておって違う質問してえらいことになるとあかん

で。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に、ご意見、ご質問は。 

 

○ 中川雅晶委員 

その他でも。 

 

○ 三木 隆委員長 

 はい、全般で。 

 

○ 中川雅晶委員 

 地区市民センター費というのは、ここでいいんですよね。 

 今回、地区市民センター整備事業費で9351万2710円と、それから公共施設アセットマネ

ジメント事業費として、空調機の更新で1266万1000円という形で決算いただいていて、こ

れはこれでいいと思うんですけれども、地区市民センターに、今後どのような機能を持た

していくかということも検討していかなきゃいけないと思うんです。 

 アセットマネジメントは、そういういろんな機器の更新とかいう部分ですけど、こっち

の整備事業費のほうは、地区市民センターをどういうような存在と捉えて、どういう機能

を持たせていくかということを検討していかなきゃいけないと思うんですが、その辺はお

考えとしてはどうでしょうか。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課、中根でございます。 

 まず地区市民センターの整備につきましては、今回、313の決算常任委員会資料、部局

別市民文化部というところの79分の18ページというところに、令和元年度の決算というも

のは出させていただいております。その中で、ちょっと資料としては不足していますが、

まず決算額をご紹介いただきました9300万円余り立っておりますが、その前年の平成30年
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度ですと、この決算額は約5700万円ということになっております。 

 そういった中で大きな増額の要素としましては、令和元年度から今回の資料に出させて

いただいていますＬＥＤ化の工事というのが６センター上げてございますが、今後４年間

で６センターずつ実施しているというところが大きなところでございます。 

 それから、和室改修につきましては令和元年度で一定の整備を終えましたので、そうい

ったことがあるんですが、これは直接機能的な改修とかあるいは経費の削減というものを

主としてございます。 

 今後につきましては、現在、地区市民センターには通常ですと窓口で低いカウンターと

か高いカウンターがあるんですが、この辺についてもっと相談しやすいような、今よりプ

ライバシーにも若干配慮できるような、そういったレイアウトの更新等も今後検討してい

きたいというところで、お越しいただいた方が相談しやすい施設整備と併せたソフト面の

充実、こういうものを図っていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ＬＥＤ化も必要ですし、トイレの洋式化とかというのも順次やっていかなきゃいけない、

これも計画的にやっていかなきゃいけないというのも、別に否定しているというわけでは

なくて、ただ、地区市民センターの整備事業について、ただ単純に、ＬＥＤ化とか洋式化

というだけにとどまっていいのかどうかというところで、総合計画を見ると、地域づくり

の拠点である地区市民センターの強化というところを頭出ししていて、高齢者でも利用し

やすい施設とするためのバリアフリー化とか、プライバシーに配慮した受付や相談窓口の

配置などというのを明確に提示しているわけですね。となると、この地区市民センター整

備事業計画とかというのもそれに連動していかなきゃいけない。これは、令和元年度の決

算なので、これはこれとしても、今後、どういうような地区市民センターの整備をしてい

くかというところの議論は大切だと思いますし、来年度に向けて、そういうことがどうい

うふうに変わっていくのかというところ。総合計画は今年度からなので、令和元年度の決

算とは連動はないんですけど、行政は継続の中で動いているわけで、その辺がちょっと見

えてこないというところで、どういう機能を持たせていくのかというところは、何かお考

えとか、これはもうさっき言ったＬＥＤ化を６センターずつやっていきますよとか、トイ

レ洋式化を進めていきますよとかいうような、過去に上がってきたやつを、予算をつけて
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やっていくという考えだけしかないのか。 

 となると、総合計画の文言というのは絵空事みたいになってしまいますけど、その辺は

どうなんでしょうか。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 先ほどおっしゃったようにこれまで、令和元年度まではどちらかといいますと、バリア

フリーもやっているんですけれども、ハード的なものをどうしていくかというところで、

より利用しやすいとかそういうものが少し不足しているのかなというふうに思っておりま

す。 

 そういった中でご紹介いただきました総合計画に位置づけておりますが、高齢者に配慮

したとか、あるいはレイアウトの変更、それから外国人市民の方に対してタブレットを配

置して、現在も多文化共生推進室のほうで外国人市民の方の通訳機能とかをやっています

が、今、障害福祉課のほうとも連携して手話通訳をそういうタブレットを通じてセンター

窓口でできないか、こういうことも考えておるところでございまして、いずれにしまして

も、これからはちょっと切替えといいますか、以前より増して利用者の目線に立った、お

越しいただいてよかったなと思われるようなセンターの整備、こういうものはいろんな観

点から考えていきたい、このように思っております。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 今おっしゃっていただいているような内容を充実させるということをもって、やっぱり

それはそれなりの計画を立てて、予算も単年度でがんとやれるようなものではないとなれ

ば、数年かけて計画を立ててしていかなきゃいけないというふうに思いますし、今、おっ

しゃっていただいた中で、障害者の方に向けたタブレットを利用した手話通訳、昔から僕

も提案させていただいてもなかなか実現しないんですけど、外国人の方もそれもＩＣＴを

活用した、そういう機能を持たせるというのも大変重要な視点やと思いますし、あわせて、

センターのやっぱり防災機能をどういうふうに持たしていくか。 

 例えば、台風が今週また近づいていますけど、台風が刻々と迫っていく中で、センター

の中に館長を含めて職員の方も待機をしている中で、対策本部との情報共有が本当にリア

ルタイムでなされているのかどうなのか。また、地域の自治会の役員の方も含めた地域の
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方とのセンターを介しての情報共有だったりとか、早め早めの手を打っているような機能

があるのかないのか。私はなかなか厳しい状況かなと思いますし、今までも、本部からな

かなか、たまに何時間置きにファクスがぱっと流れたりとか、電話があったりとか、その

程度の情報共有だったりとかして、それぞれのセンターの職員さんがパソコンで水位やっ

たり、雨量やったりとかというのを一生懸命調べていて、僕らと同じレベルでやっておら

れていいのかどうなのかというのもやっぱり議論していかなきゃいけないし、僕は、地域

の防災対策本部的な機能をやっぱりセンターにさせるべきだと思いますし、場合によって

は離れたところの避難所とのカメラを介しての通信であったりとかというのもリアルタイ

ムに――もちろんプライバシーは配慮しなきゃいけないですけど――そういうことも付与

していかなきゃいけないんじゃないのかと思いますし、また、コロナの中で、ソーシャル

ディスタンスが言われている中で、本当にバリアフリーもさっきおっしゃっていただきま

したけど、本当にそういうような新しい生活様式に合った配置になっているのかどうなの

かというのも検討していかなきゃいけないですし、手洗いにしても接触じゃない蛇口にな

っているのかどうか、それも順序立てて整備をしていかなきゃいけないという部分があっ

たりとかするので、その辺の青写真というか、そういう計画を策定していくような意向が

あるのかないのかというのは非常に僕は大きい点かなと思うんですけど、その辺は、大枠

のところはどうですか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 市民文化部の山下でございます。 

 今回の総合計画の中でも議論するように、センターの施設の更新、大きな意味での更新、

その中でどういった機能を将来にわたって、いずれにせよ富田地区市民センターなんかも

後十数年、もう70年ぐらいになりますので、それまでも建て替えをやらないといけないと

いうようなことになってきます。それと当然24センターも順番にということになりますの

で、まず、どういったものを今後センターのほうに機能を、委員おっしゃったように防災

機能もそうですし、その議論はもうこの総合計画の中で始めていかないといけないという

ふうに思っていますので、それが来年なのか再来年なのかということはあれですけれども、

基本的に私どもの思いとしては、この総合計画の間にそういった新たな建て替えの方針と

いいますか、機能も含めた方針、極端な話、場所までそういうのは決まってくるのかどう

か分かりませんが、そのようなことはもう十分認識しておりまして、変えていきたい。 
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 ただ、今回、次長が申し上げましたのは、大きな改修をしなくても一定の機能が付加で

きるものについては、今やれる範囲でやっていこうと。大きなものについては、この総合

計画の範囲の中で議論させていただいて、その次の総合計画に建て替えのことも含めて入

れていくというようなことで今考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そういう建物自体を更新していこうとなれば計画的にもっと大きな話になるので、それ

はそれとして、新しい建物にどういうような要は機能を付加していけばいいかという議論

は当然していただかなきゃいけないですし、ただ、更新しなくてもやっていかなきゃいけ

ないという部分も整理しなきゃいけないと思うんです。 

 特にさっき言った災害なんかは、建物の更新に合わせて台風が来てくれるわけではない

ので、地震もそうですけど、いつ来るか分からない状態で今やれることを、それも費用を

どれぐらいでやれるのかというのもやっぱり詰めていかなきゃいけない話です。 

 情報共有だけで捉えれば、少し大きめのスクリーンを皆さんで共有するだけでも、また、

リアルタイムの中継カメラが今あって、わざわざ行かなくても川の状況とかがリアルタイ

ムでわかるカメラがいっぱい設置されているので、そういうものを利用すればいい話です

し、ないしはこちらの情報を本部に伝えるとかということぐらいは、別にそんなに大量に

お金をかけなくても付与できるのかな。その辺の精査もやっぱりしていかなければならな

いですし、また、プライバシーの配慮も、建物を全部更新して、そういうふうにハードを

全部入れ替えるのが一番それはベストかもしれないですけど、そんなわけにはなかなかい

かないので、現状の中でどれだけプライバシーに配慮した窓口をつくれるかというのも、

やっぱりこの整備事業のメニューを見たら、この事業費の中で検討せざるを得ないのかな

と思うと、そういうことも、もうセンター、どんどん合理化というか、合併してだんだん

数少なくしていきますよとかという方針なら、またそれは別の考えもあるかもしれないで

すけど、現状としては、地域の大切な機能として有していこうとなれば、そういうことも

やっぱり検討していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、併せて防災機能と

先ほど言われたバリアフリーであったりとか、障害者の皆さんへの合理的配慮の機能であ

ったりとか、あと、この間一般質問で提案したような子供の学習機能であったりとか、地

域の生涯学習の機能であったりとか――もちろんコミュニティーはまた別のコミュニティ
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ーの事業があるのであれですけど――ということのようなものをやっぱり総合的に、そう

いうセンターの機能強化として複数年度で整備計画を立てていかなきゃいけないんじゃな

いかなと、この決算を見ていて僕はそう強く思ったんですが、その辺の意向だけもうちょ

っとはっきりとお願いできますか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 委員おっしゃるように、これから大きな改装はちょっと置いておいて、バリアフリーと

かＷｉ－Ｆｉとか、いろんな環境の整備をもう少し経年的に分かるようにつくって示すべ

きやと、こういうことでよろしいですか。 

 そういう方向で一度、今も改修なんかは結構何年に何をやるという改修はつくっていま

すので、同じような形で検討したいなと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ぜひ改修の計画と、そういう大規模改修じゃなくて、既存のセンターを少しバージョン

アップして機能を付加していくという計画を連動させて、なるべく無駄のないようにして

いかなきゃいけないというのも分かりますけど、そういうようなこともぜひ考えていただ

きたいと思いますし、やっぱり論点整理シートの中で、次年度の予算につなげられるとい

うところも、いきなりこれ、金額をまだ計画もないのに倍にしろとか３倍にしろとかとい

う話ではないですが、しかしそういうような計画に基づいて整備する必要があるというこ

とは、ぜひ、委員長の配慮でお願いしたいなということだけ申し上げて終わります。 

 

○ 樋口龍馬委員 

関連。 

 ちょっと頭も落ち着いたので。 

 センターのソフト的な機能というところでお尋ねをしたいです。 

 今、まず前提で聞かせていただきたいのが、副館長２人体制というところはあるんです

かね。センターで。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 
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 副館長は１人でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 中部地区市民センターはずっと２人でいたのが１人に減りましたやんか。そのときの経

緯って今、ちょっと決算の前の時点になっちゃいますけど。副館長２人体制でやっていた

ときがあったかと思うんですが、なかったですっけ。私の勘違いですか。 

 

○ 堤地域調整監兼市民生活課課長補佐 

 副館長が２人体制であったということは、ちょっと今、過去の情報が持ち合わせており

ませんもので、確認したいとは思いますけれども、今、手持ちでは持っておりません。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 10年ほど前そういうときがあったので、一回調べていただきたい。病欠で休んでそのま

まずるずるずるずるっと１人になっていたというのが私の記憶ですので、一度確認をして

ください。決算から少し外れました。すみません。 

 昨日ちょっと自治会の役員の皆さんと話をいろいろしている中で、この前、議員説明会

で上がってきた中央通りの再編関係者とかありますよね。中央通りの話で、これ、四日市

市自治会連合会の水谷会長が出てきているから市民代表でよしというふうに進めていただ

いているんですが、この情報が全く共同地区にも浜田地区にも下りていない。これってセ

ンターが中継すべきものなのか、連合自治会が共有すべき話なのか、これ事例としてあの

通りの話をしていますけど、ほかのところもたくさんあると思うんですよ、四日市全体の

自治会連合会の会長が充て職で出ていて、どこで情報共有をしていくのかといったときに、

センターが適切なのか、四日市市自治会連合会のほうで周知を図るべきものなのかとかは、

当局の考えはどっちなんですかね。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 すみません、この辺につきましては、当該地を管轄するセンターのほうに、事業実施あ

るいは主催の原課がその該当する地区にはお伝えすべきものと私どもは理解しております。 
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○ 樋口龍馬委員 

 自治会長会議のときなんかに、原課が来てくれて説明してくれたりはするんですが、決

まった計画持ってきてもらうと、例えばこの中央通りの話なんて、今回バスタのやつは全

部中央の緑地帯を北側に寄せるという大きな話ですわ。幾つかの道については通行止めに

するというような話にまでなるような100年変わらんであろう都市計画が、現時点で全く

耳に入っていない、これが原課の問題なんだというんだったら原課の問題だというふうに

片づけていくんですけど、それで済んでいくのかなというのがあるんです。どっかで芽出

しをしていって、全部が全部そんな自治会長会議に出てきてとか、回覧版で回してとかを

やると大変なのは分かるんですけど、例えば浜田地区に私という議員がいなかったら今も

連合自治会長は知らないわけですよ。自分ちの前の道が通れなくなることを、僕はセンタ

ーも情報としては取っておいて、こういう話が出ていますよというぐらいのことは流して

もらわんと、住民に寄り添った行政にならんのと違うのかなと思うんですが、これはあく

までセンターの機能じゃないというふうに仕分されるんやったら仕分されるで結論を出し

てほしいんですわ。関わり方が変わってくる。 

 

○ 山下市民文化部長 

 非常に難しい問題で、会議の情報というのが、要するにその地域のセンターが先に知っ

て地域の人に話すということのタイミングも、それが決定したことなのか、その場で話し

合われておることが出ていくのか、はたまた議員さんのほうにはどう伝えておるのか、そ

の辺のタイミングというのは非常に難しくて、特にその話合いする内容も、これ話合いし

ているよということがうまく伝わればいいですが、それがあたかも決定した形で伝わって

しまうと、そんなん誰が決めたんやという話になったりするものですから、この辺、確か

に四日市市自治会連合会さんから代表は出てもらっていますね、いろんな代表で。ただ、

それはその会長さんとしてそれをまた四日市市自治会連合会に戻して、四日市市自治会連

合会で議論してそこの関係の人と話合いをするというような認識のある方も見えれば、自

分はその場で、自治会の代表というよりも、よく分かっている一経験者としてそこで意見

を言うためのもので、それをフィードバックをしなければならないというふうな意識を持

って出ている方もいて――資料は四日市市自治会連合会に渡すか分かりませんけど――そ

れを丁寧に関連の自治会長さんのほうに話をするかというとそこまでは求めていないよう

な気もしますし、その辺は少し行政も会議の公表の在り方というのもきちんと説明せなあ
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きませんし、自治会のほうにもどういった場合にどういう形でフィードバックするんだと

いうことも少し四日市市自治会連合会さんとも話をせなあかんかなと。 

 特にセンター館長のところに行くのに、館長がどの時点でそれを知り得るかということ

になると、行政から伝わるのが一番早いですね。ただ、行政もどこの段階でそれを館長に

伝えて今こういう議論しているよというところまでで、どこまで言っていいのか悪いのか

というのもありますし、その辺少しちょっと研究をさせていただかないとすぐ全てのもの

に適合できるような答えをというのは、ちょっと研究をさせてほしいなというふうに思い

ます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 例えば北勢バイパスの議論にしたって何にしたってなんですけど、全体会で説明とかを

受けていると、いや、地元はそんな話は聞いていないというのはよく聞く話で、三重橋垂

坂線の話だとか、こんなふうに都市計画決定していこうと思うという話は、地元に出てく

るのも決まってから出てくるとなったときに、果たして、そんなもん困るわなというのに

なると住民と行政の擦れ違いが出てくるのかなと思う中で一番今サンプルとして適切だっ

たので、出させてもらったんですが、スターアイランドの前の目抜き通りを止めるかもし

れやんというような大きな話になっているときに、札幌かに本家の横から道に出られやん

かもしれやんというような大きな話になっているときに、地元の連合自治会が共同も浜田

も全く知らん中で話が進んでると。そのときに、自治会長という人たちを一つのスポーク

スマンとして捉えるのであれば、どこかがそれをつなげてあげなきゃいけないし、それが

センターの機能なのかどうなのかということを確認したかったんですが、今のところは行

政としては固めたものは持ってなくて、これから研究をしていくと。ただ、これからの研

究と言うけど、もうどんどんどんどん計画が進んでいくもんで、なるだけ早く組み立てて

もらわないといけないのかなと思うんですが。 

 

○ 山下市民文化部長 

 ただ、そういった委員会というのは秘密主義でやっておるわけでないので、公開の委員

会だと思うんです。公開の委員会になっていると思うんですが、その資料がもらえるかど

うかは別として、ですからそういった公開の委員会というもののリサーチをセンターがす

るのかうちがするのかを含めて、お互いにそういうリサーチをして、この委員会はどのよ
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うなことが話し合われるかを確認して、もし、関連するものがあれば、傍聴してもらった

りとか、あとは、インターネットで見てもらったりとか、そういう情報発信はすぐできる

のかなということになるなら、逐次こちらの情報全てを、全ての人にこうやって教えてい

くということになってくると非常に難しいですけど、そういった会議がやられるよという

情報はちゃんと公開もされていると思いますが、センターが地域に関係があるものは、そ

こから連合自治会のほうにこういう会議あるので傍聴してもらったらどうですかとか、そ

んなことはやっていけるのかなというふうに思っています。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 今回の浜田・共同に関わらず全ての連合自治会の人たちにそういう話が通じるようにし

ておかないと、いざ計画が決まった後にこんな話は聞いていないとか、こんなことは認め

られやんとなってしまうとよくないと思うので、まず、それは早急に進めてください。 

 引き続きその地区市民センターの関係で、よろしいか。 

 地域マネージャーが決算で一つの区切りがついて、新しい雇用形態に――非常勤の関係

ですわね――なってきました。総括をずっとこの３年ぐらい求め続けてきて、地域マネー

ジャーをそもそも続けるのかどうかという話も進めながら、我々としては議論を交わして

きたわけですけれども、新たな形に移行していくときに、特段問題なく令和元年を終える

ことができたのか、課題についてはある程度整理してこの令和２年に引継ぎができたのか

どうか、この点をお聞かせいただいてよろしいですか。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 すみません、地域マネージャーにつきましては、地域と本当にタッグを組んでというの

はおかしいですけれども、ある意味、地域を支える側の職責として、防災とか地域づくり、

そういうもので私としては一定の効果があったと思っております。 

 ただ、任用制度が変わる中で、例えば土曜日とか日曜日の地区行事の時間外対応、振替

休日対応、こういったものとか、これまでと違いセンター館長の指揮下に入るという中で

地域とどう関わっていくのか、こういう課題はあったわけですが、現在、令和２年度は正

直コロナの関係で地域活動とか地域の運営等が今までどおりにいっていないという中で、

平成31年、令和元年と令和２年、制度が変わって、やっぱりここに課題があるなとか、大
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きなものがまだ見えてこないというところが私どもの実感でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 逆に言うと行事が少ないときだからこそ、こういうふうに変わっていくなということを

シミュレーションできる機会にもなるのかなと思うので、決算を受けて今どうだという話

をさせていただいているので、あまり踏み込んで話はできないのかなというふうに思って

いるんですが、残業の在り方だとか、あと、今まで仕事の在り方も地域マネージャーがこ

れは自分の仕事というふうに判断して、センターの通常業務以外のものを抱えていた方も

お見えになると思うんですよ。そんな中で、今まで地区によって特色が大分出ていたとい

うか、地域マネージャーの性格だとか技量によって大きく業務が違ってたと思うんですが、

これが平準化されていくという中において、これってセンターの仕事だよねって、今まで

どおり地元がセンターに仕事を預けることができる柔軟性というのは残っているんですか

ね。それとも、もうセンターの業務というのはこういうものだという本庁が決めた形で定

型的に動いていくのか、この辺の整理を聞かせていただいていいですか。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 地域マネージャーの任用制度が変わることにつきましては、昨年度、全地域で回らせて

いただいて、処遇とか待遇、そういうものの説明と今の、去年の段階での各地区における

地域マネージャーの仕事の内容等聞き取りをさせていただきました。そうしますと、委員

がおっしゃるように、かなり地域によって差がございます。 

 その中で、４月に変わるというところで、４月に急遽ころっと変えるとか、そこの部分

は一切することになりません、今後はそれをしないでくださいとかそういうのは、やはり

地域としても混乱を招くので、一定時間をかけて平準化するようにお話ししてくれという

ご要望もありましたので、それを捉えまして、一定、今も若干取組に差があるセンターは

あるやに私は思っております。 

 ただし、センター館長の指揮下というところですので、今まではどちらかというと特別

職という中で、地域マネージャーさんは地域と何をしておるのかな、こんなことしておる

のかなぐらいの話ですが、今は指揮下にありますので、地域マネージャーがどういうこと

をしているかという把握と、あまりにレベルを超えて違う仕事をしておれば、それは地域

ときちっと話合いする中で、修正というか、方向を変えていきなさいというようなことで
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センター館長のほうには指示をしておるところでございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 樋口委員、１時間ちょっと過ぎましたので……。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そうですか。 

 

○ 三木 隆委員長 

 少し休憩挟みたい。よろしいでしょうかね。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 はい、いいです。 

 

○ 三木 隆委員長 

 そしたら10分程度、再開は午前11時15分ということで休憩にします。 

 

                                １１：０５休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：１６再開  

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、再開します。 

 えらい、樋口委員、途中でへし折りまして、申し訳ございませんでした。続けて、どう

ぞ。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 今回の制度は変更になることによってどんなことが起きるのかなと、私もよく分かり切

っていなかったんですが、令和元年の決算を経て令和２年動かしていく、現状では、現行

の地域マネージャーが受けていたような仕事はセンターの業務としてある程度認めている
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けれども、将来的には平準化させて、センターの業務は、言ったら中部地区市民センター

以外はセンターの業務ってどこの館長がやっても一緒だよとか、どこの副館長やっても一

緒だよというぐらいまで行くというイメージでいいんですかね。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 委員、すみません。もう一度お願いします。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 業務としてある程度平準化させて、ちょっと館長というと言い過ぎかもしれないんです

けど、副館長とか一般職の人たちであれば、中部地区市民センター以外は同じ業務という

ふうになっていくんですか。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 その館長なり、副館長なり、職員の職務というのは、基本的には平準化されていると思

うんです。 

 地域マネージャーの件につきましては、地域マネージャーの本来の職務としては地域社

会づくりの推進とか、地域の公共団体との連絡調整、指導、助言あるいは地域の人材活用、

それから地域の防災に関すること、その他となっておりますので、それぞれの地域の中の

今までの流れで、物すごく防災に力を入れていて、防災をメインに地域マネージャーがぎ

ゅっと仕事をしているところとか、地域社会づくりにぐっと力を入れているところがあり

ますので、そういう意味の平準化というのはなかなか難しいと思っています。 

 ちょっと私の平準化という言葉がおかしかったのかも分かりませんが、本来、市の職員

となった地域マネージャーがそこまで立ち入るようなことはしては駄目というのは、例え

ば補助なんかですと、申請書を１から作って、交付決定を受けて請求書を送るというのを

１から10までマネジャーが行うというのは違うと思います。地域の方にこういう制度があ

るので、こういうふうに補助申請しなさいよ、こういう書類が来たらこういうふうに実績

を出すんですよとアドバイスするのが地域マネージャーと思いますので、地域への入り込

み方を平準化するというのは一定可能かということで理解してまして、そういうつもりで

申し上げました。 

 失礼しました。 
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○ 樋口龍馬委員 

 ようやく理解が追いついてきました。 

 ちょっといっとき団体事務局の仕事まで地域マネージャーがしているみたいな状況にな

っていたところがあったので、本来の役割分担に戻っていくというようなイメージでいけ

ばいいですね。 

 分かりました。 

 ただ、先ほど言われたように、各地区によって取組のウエートが違うところがあります

ので、地域とずれが出ないようにしていっていただきたいということをお願いして終わり

ます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご意見、ご質疑は。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 小川政人委員 

 地区市民センターの整備の話が出ておって、耐震とか何とかと言っておったけど、それ

に関連するんやけど、三重県が高潮のマップを作ったんやね、そうするとあれで行くと、

津波よりも高潮のほうが高いんやわな。そうすると沿岸部の地区市民センターの地盤の高

さってどう考えておられるのか。耐震だけのことを考えやんと、津波よりも多分高潮のほ

うが頻度は高い可能性が強いと思うんやけど、その辺はまだ何も考慮していないのか、こ

れ、決算で聞いてええのかどうか知らんけど、ちょっと今までと考え方を変えてくれやん

とあかんと思うておるんやけど。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 委員おっしゃられましたその高潮の関係というのはかなりのものが想定されていまして、

これについては正直、今、どうやという答えを持ち合わせていませんので、これからちょ

っと危機管理監等も含めて協議してまいりたいと思っております。 
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○ 小川政人委員 

 関係ないかも分からんけど、富田港が護岸を改修したんやけど、旧の護岸より30cmばか

り防潮堤を低くしたんやわな。おかしいやないかと言ったら、いや、前に埋立地ができた

で津波は大丈夫というんやけど、高潮は関係ないと思うでな、かえって悪いんかなと思っ

て、四日市港管理組合議会でまたしゃべるけれども、そんな辺のこともきちっとしておか

んと、多分これから異常気象で台風の頻度も高くなって大型化してくると想定できるもん

で、早急にそういうことを危機管理監と一緒に、特に地区市民センターなんかは地域の司

令塔になってもらわなあかんところやで、その辺は十分配慮してほしい。 

 

○ 三木 隆委員長 

 意見でよろしいですか。 

 他に。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 先ほどとはちょっと別のところでお願いします。 

 決算の部局別資料の79分の15、市民相談についてであります。 

 新型コロナウイルス感染症の相談自体はここに来ないことは理解しているんですが、コ

ロナ禍の状況の中で生活の困難であったりだとか、特に年度末に寄せられたものがこの中

にどれぐらい含まれているということがもし把握できているんだったら数について教えて

ほしいんですけど。 

 

○ 山田市民生活課市民・消費生活相談室長 

 市民消費生活相談室長、山田と申します。よろしくお願いします。 

 市民相談の個別調書のほうでということだと思いますけれども、２月、３月、それから

５月に至っての宣言以降についても、それぞれ相談というのはあったんですけれども、樋

口委員おっしゃったような生活困窮についてなんですけれども、こちらについては基本的

には具体的なものとしてはあまり含まれていないのかなというふうに思っております。 

 こちらの市民相談ではないんですけれども、消費生活相談のほうで、マスクが不足して

いるとか、トイレットペーパーが不足しているのが２月頃、３月前半とかありまして、あ

とは旅行のキャンセルとかの相談とかそういったものが消費生活相談に入ったりとかとい
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うことがございましたけれども、ご質問あったような内容はあまり入っていないのかなと

いう認識でおります。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 じゃ、特に今回のことを受けて相談件数が増加傾向にあるとか、そういうことは見受け

られないということでよろしかったですか。 

 

○ 山田市民生活課市民・消費生活相談室長 

 山田でございます。 

 はい。特に増加傾向にあるということではございません。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 分かりました。ありがとうございます。続けてよろしいですか。 

 79分の53ページ、なやプラザなんですけれども、なやプラザだけじゃなくて所管してい

る貸館ありますよね。主要施策実績報告書の68ページや70ページにも若干関連してくるん

ですが、芸術文化活動の場所の提供であったり、芸術文化を育てる環境整備というところ

にかかってこようかと思います。今回さっき特出しでやったファミリー音楽コンクールは、

インターネットやケーブルテレビで情報発信することによってある程度機会を担保すると

いう話があったんですけれども、貸館業務を止めることによって市民活動が停滞した部分

というのは間違いなくあったと思うんです。 

 目標値に対して、貸館停止したことで大きく影響が出たというふうに判断されているの

かどうか、まずその点について伺いたいと思います。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 市民協働安全課、宮原でございます。 

 私のほうからなやプラザについてお答えさせていただきます。 

 なやプラザにつきましては、コロナ禍の影響によりまして２月３月で貸館キャンセルの

申出があったところに関してはお金の返還等をしておりまして、これで通常の収入より若

干、十数万円減少になっているという影響が出ていると認識しているところでございます。 

 以上でございます。 
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○ 樋口龍馬委員 

 経営状況というよりも、そこを使うことによって文化振興だとかをしていこうというも

のですよね。その文化振興をしていくための環境を提供できなかったと、主要施策実績報

告書68ページなんかでいくと、そういうものを提供することによって、市民の皆さんの文

化の意識を醸成していきますよというような目的が書かれておると思うんですが、かいつ

まめば、使えなかったからしょうがないじゃないというところもあると思うんですが、影

響があったかどうかという、ここは別に短期的な話だから特段この決算に絡んだ２月３月

の貸館停止の流れの中では、市民の文化活動に影響はなかったという判断なのか、いや大

きく影響があったんだというところなのかをお尋ねしておるんです。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 市民協働安全課の宮原です。 

 なやプラザに関して言いますと、やはり、例えば練習の場がここのなやプラザを使うこ

とができなくなったということで、その辺で影響があったとは認識をしております。 

 ただ使えるようになったら、その方たちはまた７月以降ですか、申し込んでいただいて

また使っていただいたりはしておりますので、その間はもう新しい生活様式というところ

もあって、致し方なかったのかなというような認識はしておりますが、影響がなかったと

は考えておりません。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 その中で、今も継続して貸館の人数制限を厳しくするであったりだとか、クーラーばん

ばん回しているのに同時に窓を開けて換気をさせるだとか、今までの通常の使われ方とい

ろいろ違ってきているわけですよね。同様に今後も活動の場所が制限をされたりしてとな

ってくると、新しい提案の仕方というのもしていかなきゃいけないのかなあと、私も何か

カウンターがあるわけではないんですけれども、考えていかなきゃいけないんだろうなと

漠然と思っているところなんですが、皆さんのお考えとしてはどうなんですかね。貸館運

営をしていく中で、通常どおりやっていって、使えなくなった部分はしゃあないわなで済

ましていくのか、いやいや新しい手法を考えることによって文化活動というのはこれから

も振興させていかなあかんわなあと思ってみえるのかというところだと、これは、どなた、
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中野文化振興課長になるのかな。 

 

○ 中野文化振興課長 

 文化振興課、中野でございます。 

 確かにこのコロナの影響で、市民の文化活動、かなりやりづらくなってきているなとい

う状況はございます。 

 例えば、うちの直営でしております三浜文化会館につきましては、２月の末から３月末

の間に、もともとご利用いただけるはずであった使用予定のこま数といいますか、一つの

部屋を午前、午後、夜間に区切って三つこまがあるというふうに数えておるんですけど、

およそ700のご予定であったところが、キャンセルが270ほど出たというような状況がござ

いました。こちらは自主的に皆さんがキャンセルなさったものでございますし、４月19日

からは市として利用を一旦お止めくださいということで、停止をしてもらったわけなんで

すけれども、数多くの団体が、やっぱり感染は避けたいと、防止したいということで一旦

活動をお止めになっておられました。 

 私どもやっぱり心配をしましたのは、文化の活動なさっている方がやっぱり年配の方が

多いという状況でございます。担い手不足があるというお話を以前にどこかでしたように

も思うんですけれども、そういう状況があるのもやっぱり高齢の方が多く担っておられる

状況があるからなんですが、そういった方たちが一旦活動を休まざるを得ないという状況

になることで、じゃ、次立ち上がる機会があるんだろうかということをとても心配してお

ります。 

 特に伝統的な文化、茶道や華道だったり、日本舞踊だったりというところは担い手の高

齢化も進んでいるところでもありますので、そういった方たちがこれからも活動なされる

ように、私どももやっぱり支援をしていかなきゃいけないんだなということは、日々の状

況の中で感じているところでございます。 

 他県の状況を見ますとホールの利用に関して、例えば大きな施設の収容予定人員を50％

以内としておりますので、もともと使いたかったお部屋では人数収まり切らなくなったと

きに、大きなお部屋に移る場合の費用を免除する、その差額を徴収しないとか、あるいは

活動の支援の補助金があるとかという例も見受けられますので、私どもも何かすぐにそう

いうお金にかかるような補助という形が打てるかどうかは別ではございますけれども、今

後の活動が継続できるような、何かアイデアを絞っていかなきゃいけないなとは思ってい
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るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 なかなかやりづらい時代ですけれども、新しい手を打っていかないと活動は減退してい

ってしまいますので、ぜひ引き続き取組をお願いしたいというところと、あと、なやプラ

ザだけじゃないと思うんですけど、この所管課の中で指定管理をしているところに対して、

休業期間中は何らかの補償というのをしてあげたんですかね。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課、中根でございます。 

 私ども市民生活課の所管といたしましては、楠福祉会館、それから楠ふれあいセンター、

それから市民交流会館――これは貸館のみでございますけれども――こういう３施設がご

ざいます。 

 指定管理料というものを協定を結んで支払っておるわけですが、これの変更の精算につ

いてというのが財政経営部のほうから指示がありました。 

 楠福祉会館につきましては、貸館キャンセルに伴う返金分ですから、これ、通常コロナ

を理由に返金ということになっていますので、コロナがなければ実施されたということで

すので、その分の貸館の影響額、キャンセルが還付額11万8000円ほどございまして、そこ

から貸館キャンセルに伴って電気代が要らないとか、プラスマイナスをさせていただく中

で12万2000円ほどマイナスでございましたが、財政経営部の指示によりまして、実際の収

支からそれを引いてもなお黒字の場合は補償しないという指示が来ていますので、楠福祉

会館については補償しておりません。 

 それから、同じく楠ふれあいセンターにつきましても還付額が３万7000円ほどございま

すが、楠ふれあいセンターには燃料費を多く使う足湯がございまして、これを稼働しない

ことで費用が少なく済んだということになっております。ですから、逆にこちらにつきま

しては、６万円ほど返還していただくという精算をさせていただきました。 

 それから、市民交流会館につきましては貸館のみの仕事となっていますが、４万4000円

ほどキャンセルがございました。これについては、基本協定の中で収支が赤字となった場

合は１万円を最低納入額として市に入れるとなっていますので、１万円を入れていただい
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た中で四万何がしを補塡分としてお支払いさせていただいた。こういう状況になっており

ます。 

 以上でございます。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 市民協働安全課の宮原です。 

 なやプラザにつきましてお答えさせていただきます。 

 なやプラザにつきましては、２月26日から３月31日におけるキャンセルが55団体から92

件ございまして、金額といたしまして14万7650円ございました。 

 これに、先ほどから次長のほうから説明がありましたとおり、キャンセルによる光熱水

費の減額等を考慮しまして、大体14万円弱が本来入ってきているところから出ていってい

るという状況ですが、トータルとして、このキャンセルに伴う赤字分を吸収できましたも

ので、この令和元年度分につきましてはなやプラザについてはその分の補償というのはし

ていない状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。 

 これこそ審査に影響しないので、その資料を後日で結構ですので頂きたいと思います。

皆さんがもし興味あるんだったら、委員会のメンバーにでもいいですけど、私は個人にで

も構いません。提供いただきたいと思います。どれぐらい、さっき言ったような、戻して

もらったとかというところを少し知りたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 あと、ちょっと、実は違う部局で、ささえあいのまち創造基金の理事さんたちが多く入

っている団体が事業を受託している事業について指摘した経緯が、今回の決算の中であり

ます。 

 北勢地域若者サポートステーションなんですが、そこの受託事業者はＮＰＯ法人の市民

社会研究所というところで、そこのホームページ上で非常に政治的思想の色の強い批判め

いた風刺がされていて、私は政党を支持する人間ではないんですが、市の公共を担う事業

者が政治風刺を行っているというのはいかがなものかという指摘をさせていただきました。 

 これって指定管理者のモニタリングレポート等見ても、そういったところには触れられ
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ず事業のみ触れられておるんですが、今後、果たして公共を担うにふさわしい方たちなの

かということも注目していただきたいなと私は思うんですが、その辺りいかがですか。 

 この決算でどこどこというふうに特別指摘をすることはしませんが、今後、契約を更新

していく等に当たっては、公平公正、平等の精神に基づいて公共に資するにふさわしい方

たちなのかということも見ていっていただかないと具合悪いのかなというのを、この決算

通じて強く感じたもので、そこを強くお願いしたいなと思うんですが、コメントがあれば

いただきたいと思います。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 指定管理の業者選定につきましては、委員ご承知のとおり、選定に当たっては選定委員

会というものも開かれております。主体となっておりますのは、財政経営部がその会議を

開催しております。 

 そういったことから、こういうご指摘、こういう観点から選定すべきじゃないかという

ご意見をいただいたということで、財政経営部に――これ、全庁的な話になるか分かりま

せんが――申し伝えまして共に考えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご質疑は。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 中川雅晶委員 

 消費生活相談についてですが、相談内容とか啓発講座というのも四つ書いていただいて

いる。こういう決算ですよというのはよく分かりますが、例えばこの消費生活相談に相談

をされる内容であったりとか、四日市の中で発生している詐欺事案であったりとか、執拗

な訪問販売であったりとか、ちょっとうさんくさい商売話であったりとかというようなと
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きがあった場合に、どのような形で市民の皆さんに情報共有されたりとかというのは、こ

の決算の中からはちょっとよく分からないので、そういう活動とかというのもされている

んですか。 

 

○ 山田市民生活課市民・消費生活相談室長 

 市民消費生活相談室、山田です。 

 こちらの相談室のほうでも事案によってですけれども、ホームページであったりとか、

特に消費者庁から提供があったりするものについては、啓発でホームページで出させてい

ただいたりとか、広報よっかいちのほうでも隔月ですけれども、少し下旬号でページを持

たせていただいて紹介させていただいたりとか、昨年度も年度末なんですけれども、ＣＴ

Ｙのちゃんねるよっかいちのほうでも、当時は訪問購入というんですかね、古着とかを買

い取るよとやってきたところが実際は宝石とかそういったものを安値で買っていくという

ような商法の話の紹介をさせていただいたりとかというような形で、広報啓発活動をさせ

ていただいております。 

 以上であります。 

 

○ 中川雅晶委員 

 今のは大体、全国的な傾向性の啓発的な意味合いかなと思います。それももちろん大切

だと思うんですけど、警察が扱うような、犯罪のような案件からなかなか商売上、グレー

の部分とか、いろいろタイプ別に分けるとあると思うんです。要注意してくださいねとい

う部分から、これはもう本当に犯罪なのでというものも含めて、リアルタイムにいかに情

報共有できるかというところも非常に重要かなと思いますし、引っかかるのが比較的僕も

だんだん近づいてきますけど高齢者の方が多いとかというのもあるので、どういうふうに

情報共有するかという問題も確かにあると思うんですけど、警察との情報共有であったり

とか、警察が実際に案件として取り扱っているものについて、市としてしっかりとそれも

警察とのやり取りがあるのかないのか、また、市民から寄せられた相談からこれはちょっ

と皆さんにタイムリーに知らせておいたほうがいいねという案件も多分あると思うんです

けど、そういうのをどういうふうに市民の皆さんに告知するかというようなこともやって

おられるのか、また、なかなか課題なのか、その辺はどうなんですかね。 
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○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 詐欺事件等で警察からの情報発信というのは、私ども市民協働安全課のほうへ来ます。

それから県警のホームページ等も注視しておりまして、そういう四日市南警察とか所管の

警察から来る情報と合わせまして、そういうのを見る中で安全安心防災メールというので

――これは登録いただいている方のみへの発信になりますが――送らせていただいていま

す。 

 それから、ある意味コロナに関係するものでは、マスクを送りつけてくるとか、こうい

うものも消費生活のほうへ相談が来たり、情報提供があったりしますので、この辺表現が

悪いんですが、警察の大きな事件性があるものは市民協働安全課に来て、日常にありふれ

ていて誰もが引っかかるようなものというのが１階の消費生活相談室に来ますので、この

辺を連携する中で、安全安心防災メールを、それから、地域のほうへ出前講座ということ

で、特に高齢者が多ございますけれども、令和元年でいえば22回ほど出向かせていただい

て参加人数が799人ということでございますので、こういう講座もありますよということ

を地域に投げかける中で、一遍話聞いてみようかという中で、よう分かったわ、勉強にな

ったわ、分かりやすい言葉で説明してもらってありがとうというふうなお話もいただいて

いますので、引き続きこの辺は世の中の動きにアンテナを立てながら、必要な情報発信を

していきたいと思っておる次第でございます。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 確かに警察案件なんかは来ますよね。こういう事案があって、包丁を持ってどっかうろ

うろしているとか、変な変質者が出たとかというのはメールが来ますので、それに載っけ

るという感じはよく分かります。 

 僕はちょっとお願いしたかったのは、消費生活相談として市民の方がどうやろうとかと

ご相談されている案件の中で、やっぱりこれはちょっと数が多いなとか、それから傾向性

として、狙われているんじゃないかなとかという案件については、積極的に例えば警察で

あったりとか、地域であったりとかというのに、どういうふうに情報をリアルタイムに共

有していくかというのもちょっと検討いただきたいなと思う。 

 ベースとしてこういう案件が全国的に多いし、四日市、三重県の中でも多いとかという

ので消費者講座とかをやっていただくってことも大切だと思います。繰り返しやっていく
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ということも大切だと思うし、リアルタイムな部分も大切やと思いますので、ぜひ合わせ

てやっていただきたいなと思います。 

 それから消費団体の事業費補助金で、少額ですけど32万円というのを交付されているの

ですが、これは国民生活センターですか。どこに交付されているんですか。 

 

○ 山田市民生活課市民・消費生活相談室長 

 相談室、山田です。 

 32万円の補助金のほうだと思いますが、四日市消費者協会のほうに補助をさせていただ

いております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この消費者協会には何を担っていただいているんですかね。 

 

○ 山田市民生活課市民・消費生活相談室長 

 消費者協会のほうには、事業の委託としては年４回から５回の市民向けの消費者講座を、

講師を頼んでいただいてというものと、１月に行っておりますけれども、ほかの団体とも

協力しての消費者の集いというものを――近鉄の百貨店のほうの11階のホールだと思うん

ですけれども――していただいております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それをやっていただいているというところの補助金という形で交付されているというこ

とで理解すればいいですね。はい、分かりました。 

 ぜひ、こうやって、世の中がなかなか厳しい状態、コロナ禍を受けていろいろ生活的に

もなかなか経済的にも苦しい状態になってくると、必ずこういうやからというのは出てき

ますので、また、いろんな補助金とかの支援策と打ち出せば比例するようにこういうやか

らも出てきますので、ぜひ、十分配慮いただきますようにお願いして終わります。 

 

○ 三木 隆委員長 

 ちょっと少し早いですが午前の部はこの程度として、再開は13時。 

 



 - 39 - 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 質疑、ありますか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員 

 市民生活課と市民協働安全課と文化振興課ですよね。それはなし。 

 

○ 三木 隆委員長 

 だったらもう採決入りましょうか。 

 

○ 山下市民文化部長  

樋口委員の資料のほうはどのように。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 今回は大目に見ます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段ご意見、ご質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますがよろし

いですか。 

 

（異議なし） 
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○ 三木 隆委員長 

 異議なしと認め、原則どおり採決を行いたいと思います。 

 なお、全体会へ送るか否かは採決の後にいたします。 

 反対表明がありませんでしたので、簡易採決とさせていただきます。 

 議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち、歳出、第

２款総務費、第１項総務費、管理費中関係部分、第10款教育費、第５項社会教育費、第３

目公民館費中関係部分について認定すべきものと決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 全体会審査に送るべき事項について、委員の皆様からご提案がありましたら挙手にてご

発言願います。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 論点整理シートは別にまた取ります。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 全体会送りはなしとさせていただきます。 

 

 〔以上の経過により、議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管

理費（関係部分）、第４目文書広報費（関係部分）、第10目地区市民センター費、

第11目国際化推進費（関係部分）、第13目計量消費経済費、第17目コミュニティ活
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動費、第18目市民活動費、第19目文化振興費、第20目生涯学習振興費、第23目諸費

（関係部分）、第10款教育費、第５項社会教育費、第３目公民館費（関係部分）に

ついて、採決の結果、別段異議なく認定すべきものと決する。〕 

 

○ 三木 隆委員長 

 提言に向けた論点整理シートの部分について承ります。 

 

○ 中川雅晶委員 

 先ほど質疑させていただいた地区市民センターの機能の在り方を含めた地区市民センタ

ー費等について、ぜひ論点整理をして、次々年度につなげられるような提言になればなと

いうふうに思いますので、ぜひ取り上げさせていただきたいなと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 今の中川委員の論点整理の提案について、各委員の賛成か否かの挙手をお願いしたいと

思います。 

 賛成の方。 

 

（賛成者挙手） 

 

○ 樋口龍馬委員 

 提案に対する質疑いいですか。 

 何も反対するものではないんですが、範囲をどこにするのかだけ教えておいてもらうと、

自分も論点整理に対して意見を言う準備ができますので、施設整備に係るセンターの部分

に絞るのか、先ほど機能と言われましたが、その機能がバリアフリーとかいう話の機能な

のか、私も少し質疑させていただいた地域との連携の中での職責的な機能の部分も含むの

かというところは、どんなふうにお考えでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 その地域との職責的なソフトの部分の、主に地域とのコミュニティーのソフトの部分と

いうのはあまり想定していない。どちらかといったら、ハード整備的なところですよね。
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それもハードばっかりではなくて、ソフト含めたハードの部分の機能強化というところに

焦点を当てていただいたほうがいいのではないかなと思いますし、そっちのほうはどっち

かというとコミュニティ活動費でしたかね、整備費というよりも、別のところになるので、

決算からの提言として、そこの部分はちょっと除いたほうが、論点整理しやすいのかなと

思っています。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 はい、了解しました。 

 

○ 小川政人委員 

 高潮対策も含めていいのかな。 

 

○ 中川雅晶委員 

 重要な視点だと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 提案趣旨に対するご意見ありますか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちょっとよく分からない。 

 これは地区市民センターの話に高潮対策が含まれるんですか。 

 

○ 小川政人委員 

 建物の機能強化とか言うので、場所によって違うわな。沿岸部で高潮浸水対策の区域や

ったら、今までの津波とはまた違う高さが想定されておるもんで、あくまで避難を受けた

ときに一番重要な司令塔が水につかっては。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 はい、理解しました。 
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○ 中川雅晶委員 

 でも重要な視点やと思います。 

 先ほどその施設自体を更新するということだってあり得るわけだし、その選択肢だって

ありますし、でもそうじゃなければ今やれることということもありますから、重要な視点

だというふうに。 

 

○ 三木 隆委員長 

 太田委員、提案趣旨に対する意見はありますか。 

 

○ 太田紀子委員 

 ないです。 

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、ちょっと提案に対する賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

○ 三木 隆委員長 

 全員賛成ですので、それでは、論点整理シートに地区市民センターに係る、これ、テー

マどうしようね。テーマ名。 

 

○ 中川雅晶委員 

 地区市民センター整備事業費ですね。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 施設整備についてぐらい。 

 

○ 三木 隆委員長 

 了解しました。 

 論点整理ですので、あまり事業云々という部分じゃないかなと、私個人は思います。 
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 それでは、時間もあれですので午前の部はこれで終了したいと思います。午後再開は13

時ということで、よろしくお願いします。 

 

                                １１：５３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：００再開  

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、再開します。 

 審査に入る前に、先ほどの論点整理シートの部分で、確認不足のところがありますので、

中川委員の方からもう一度、提案趣旨の部分を説明ください。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この地区市民センターの整備事業費で、もちろん公共施設アセットマネジメントの事業

費も含めてというふうに計上されていますけれども、公共施設アセットマネジメントはア

セットマネジメントでやっていただかなきゃいけないんですけれども、地区市民センター

整備事業費というところで、現状のどちらかというとトイレの改修とかＬＥＤ化とか、既

存のものを更新しているというだけではなくて、例えばですけど、防災機能であったりと

か、バリアフリー化であったりとか、プライバシーに配慮した整備であったりとか、また

ソーシャルディスタンスに配慮した配置であったりとか、感染症予防の観点から非接触の

手洗いの整備とか今からやっていかなきゃいけないものを、どういう機能を地区市民セン

ターに持っていただいて、それに整備事業計画を立てて、年度ごとに整備していくかとい

うことを検討すべきであるということが趣旨です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 はい。分かりました。 

 それで分類のほうを確認していなかったもんで、やっぱり拡大になるわけですかね。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ええ、おっしゃるとおりだと思います。 



 - 45 - 

 

○ 三木 隆委員長 

 皆さんの意見を伺いますけど、各委員とも拡大ということで賛成でしょうか。 

 よろしいですか。 

 

○ 三木 隆委員長 

 これについてご意見がございましたら。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 意見じゃないけれども、別のところでまたやるんですか。 

 

○ 三木 隆委員長 

 いや、ちょっとこの論点整理シートを作成して、それからちょっと、時間をつくろうか

なと思うんですが。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 初めに入れておいてください。 

 駐車場の十分な量が確保できているかどうかということも改めて検討した上で、用地の

確保についても検討していくべしという論点を入れておいてください。 

 

○ 三木 隆委員長 

 地区市民センターのですね。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 駐車場を入れるべしですか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 僕は入れるべし。 

 

○ 諸岡 覚委員 
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 私はむしろ逆で、地区市民センターの機能はこれからもっと集約されていくのかなとい

う、変な話、住民票やらそんなようなものは全部コンビニ交付の時代になってくるので、

むしろ駐車場気にせずでもええんかなと個人で思うもんで、それ、べしと言われるとちょ

っと賛同しにくいなというのは正直思うんですが。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 地域によって車使わざるを得ない地域もあるんですよね。範囲が広いから。そんな中で

例えばというとあれですけど、中部地区市民センターはもともと住民票の業務とかないん

ですよ。現状でも駐車場が足りていないので、これって、多分、各地域によっても窓口手

続が減っていったとしても、貸館利用であったりだとか、そのセンターの図書館の機能だ

とかというのがあるので、そういった機能が充足してくるとますます不足するんじゃない

かなという立場で論点の中に入れておいてもうたらどうかな、それに対して減らしていっ

たほうがいいんじゃないかというのもあってもいいのかなと思うんですけれども。 

 私としては、駐車場について拡充で考えてほしいなというところです。 

 

○ 三木 隆委員長 

 その拡充で、例えば何台分とかね。具体的に。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 例えば表現で、変な話、むしろこんなに要らんやろうみたいなところもあるっちゃある

んですよ。やたら駐車場がいっぱいあるところもある。 

 だから、そういう意味では必要な数量を確保することぐらいで、必ずしも拡大ではない

という、そんな感じのニュアンスで書いてもらうなら、それはそれで賛同できます。はい。 

 

○ 三木 隆委員長 

 樋口委員、そんなニュアンスでよろしいですか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 はい、いいです。 

 



 - 47 - 

○ 三木 隆委員長 

 ほかの委員は、ご意見ありませんか。 

 それで、分類のほうですけど、拡大でオーケーでしたね、全員ね。 

 この件はその程度にしまして、次に、昨年から引き続きやっています文化財関連事業に

ついての部分なんですが、これは道半ばで、道かなり必ずしも近いことないもんで、いろ

いろ、前回の分類は改良、リニューアルという部分で立ち上げたんですが、今回は、改良、

リニューアルという分類がなくて、これも拡大か、新規事業か、その他か。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 これ、文化財関連事業について、これ、２年目に入っているんですが、いろいろ部局と

しても組織の見直しとか等々、努力されているのは分かるんですが、まだワンストップ窓

口というにはほど遠いという部分で、これについては継続のスタイルでよろしいでしょう

かね。どうしますか。 

 各委員に伺いますが。 

 

○ 中川雅晶委員 

 今年度はなかなか事業が中止になっているという部分で、議論もこれからやというふう

に報告を受けているので、継続していくべきだというふうに思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他の委員の意見は。 

 

○ 太田紀子委員 

 私も中川委員同様に、今回は全然コロナでほぼほぼいろんな行事が中止になっておりま

すので、継続でいいと思います。 

 

（発言する者あり） 
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○ 中川雅晶委員 

 要は、これでいいですよというわけじゃなくて、これからも、次年度の予算も含めてあ

るので、論点整理シートはこのまま置いて、またこの委員会の中で確認をしていくという

ところの整理です。新たに上げるというのではなくて、これはこのままで置いておく。 

 

○ 三木 隆委員長 

 そうするとこれは何、消滅。 

 

○ 中川雅晶委員 

 消滅しないです。消滅させないということです。 

 

○ 三木 隆委員長 

 そうしたら、何、今の中川委員のように上げ直しはしないと。 

 そういうことでよろしいか。他の委員もよろしいね。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 はい、じゃ、そういうことで。 

 論点整理シートに関してこれだけやったかな。 

 それでは、大変お待たせしました。 

 

    議案第25号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第６号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第19目 文化振興費 

 

○ 三木 隆委員長 

 予算常任委員会産業生活分科会として、議案第25号令和２年度四日市市一般会計補正予
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算（第６号）、第１条歳入歳出予算の補正、第１項総務管理費、第19目文化振興費につい

て、資料請求はありませんでしたので、質疑より行います。 

 ご意見、ご質疑はありましたらご発言ください。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、ご意見、ご質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がありましたら、ご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、よろ

しいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 異議なしと認め、原則どおり採決を行いたいと思います。 

 なお、全体会へ送るか否かは、採決の後にお諮りします。 

 反対表明がありませんでしたので、簡易採決とさせていただきます。 

 議案第25号令和２年度四日市市一般会計補正予算（第６号）のうち、歳出第２款総務費、

第１項総務管理費、第19目文化振興費については、可決すべきものと決することにご異議

ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 
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 この件に関して全体会審査で送るべき事項について、委員の皆様からご提案がありまし

たら、挙手にてご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 なしという意見ですので、それでは、全体会送りはなしとさせていただきます。 

 

 〔以上の経過により、議案第25号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第６号）、

第１条歳入歳出予算の補正、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第19目文化振

興費について、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

                                １３：１１休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：２７再開  

 

○ 三木 隆委員長 

 次に、産業生活常任委員会の報告としまして、第２次四日市市市民協働促進計画の策定

についての報告がありますので、説明をお願いします。 

 

○ 宮原市民協働安全課長 

 市民協働安全課の宮原でございます。 

 資料につきましては、同じ資料の145分の144ページをお願いいたします。 

 第２次市民協働促進計画の策定についてでございます。令和２年度で、第１次市民協働

促進計画――これが2016年から2020年となっております――の５年間の計画期間が終了す

るため今年度に次期計画を策定するもので、その進捗等につきましてご報告をするもので

ございます。 

 まず、今年度における取組状況についてでございます。 

 次期計画につきましては市民協働促進条例に基づきまして、市民協働促進委員会に意見

を求めながら策定してまいります。なお、策定に当たりましては基礎調査等の一部の外部
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委託を行うために、本年の６月にプロポーザルによる業者選定を行い、一般社団法人地域

問題研究所にお手伝いをいただくことといたしました。 

 ７月には地域問題研究所とともに、四日市市における市民協働を取り巻く現状と課題を

確認し、それを基に令和２年度第１回市民協働促進委員会におきまして、第２次促進計画

の策定に向けての論点整理を行いました。整理された主な論点につきましては、144ペー

ジの２の（１）から（７）に記載のとおりでございます。 

 145ページをお願いいたします。 

 今後のスケジュールにつきましては市民協働促進委員会での意見を踏まえ、市民活動団

体へのアンケート、ヒアリング、それからワークショップなどを行いまして、計画素案を

作成し、12月定例月議会産業生活常任委員会において、パブリックコメント案と合わせて

お示しし、ご意見を頂戴できればと考えております。 

 そして、２月定例月議会におきまして、パブリックコメントの結果を踏まえた最終案を

ご提示させていただきたいと考えているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 説明はお聞き及びのとおりです。 

 ご意見、ご質疑がございましたら、ご発言願います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 これ、プロポーザルの提案書というのは、見れるんですか。提案内容。いや、載せてい

るか載せないかじゃなくて開示ができるかどうか。 

 

○ 後藤市民協働安全課課付主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 ２者応募がございまして、内容が開示できるかちょっと確認をさせていただいてもよろ

しいでしょうか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 多分できると思うんですよ、委員会として請求すれば。なので、それについて契約案件
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で受けるやら何やらという話じゃなくて、今、地域問題研究所さん見せてもらうと、研究

は農業のことがすごく多いので、どういう提案をされて、どんな評価を受けたのかなとい

うことを客観的に見たいもんで、また後日で結構ですので資料の提供をお願いします。 

 

○ 後藤市民協働安全課課付主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 資料をご準備させていただきます。 

 総合計画に地域問題研究所、策定業務に関わっていたということもありまして、もちろ

ん市民協働での実績というのが多いわけではないんですが、幅広くコンサル業務を手がけ

てらっしゃるということで、総合計画との関連についての提案もございましたので、そこ

も含めて資料準備させていただきたいと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご質疑はございませんか。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、ご意見、ご質疑もないようですので、本件につきましてはこの程度とします。 

 ちょっと理事者の入替えの前に、先ほど樋口委員が、この前の段階で、指定管理者との

精算状況でしたっけ、資料請求されましたわね。あれ、委員会として要求します、全員に

資料を配付していただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 じゃ、理事者一部入替えがありますので、委員の皆様はしばらくお待ちください。 

 よろしいでしょうか。 

 

    議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 
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          第12目 あさけプラザ費 

          第16目 男女共同参画費 

         第３項 戸籍住民基本台帳費 

 

○ 三木 隆委員長 

 これより、市民文化部中男女共同参画課、市民課、あさけプラザ所管部分についての審

査を行います。 

 議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち男女共同参

画課、市民課、あさけプラザ所管部分についてを議題といたします。 

 本件につきましては、議案聴取会において追加資料の請求がありませんでしたので、質

疑より行います。 

 ご意見、ご質疑はございましたら、ご発言願います。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 男女共同参画の部分でこの際聞きたいんだけれども、いろんな事業あるじゃないですか、

女性職員の登用だとか、女性相談とか、ここでいう、ごめんなさい、一つ知識として知り

たいだけなんだけど、市役所でいうところの男女の定義って何なんですか。戸籍ですか。

医学的なところ。 

 

○ 岡本男女共同参画課長 

 男女共同参画課、岡本でございます。 

 うちの例えば女性相談でありますと、自認する性が女性の方の相談をお受けするという

形を取らせていただいております。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 そうすると、例えば自認する性が女性であれば、戸籍上、医学上男性であっても、例え

ばその人が幹部職員になったらそれは女性が幹部になったというカウントをしているわけ

ですね、市役所では。 

 

○ 岡本男女共同参画課長 
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 男女共同参画課、岡本でございます。 

 相談業務についてはそのように対応させていただいております。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ということは、事業主体によって男女の定義がまちまちということなんですか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 市民文化部、山下でございます。 

 当然、この事業ごとにまちまちというより、最近の流れとしてやっぱり男女という言葉

を入れていないところもよくありますが、大体入れてあるところは戸籍だというふうに理

解しております。例えば、履歴書に男女と書いてあれば、その男女というのは自認という

よりもやっぱり戸籍で書いてある方が多いのではないかなというふうに思っています。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 書いてあるところは戸籍だけれども、今、言うた女性相談は戸籍じゃないんでしょう。 

 その辺の統一感ってないんですか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 今、男女共同参画とか多様な性とかいろいろあって、その男女という言葉自体も、分け

るということ自体もということがあって、いろいろ会社の中でも、会社も事業所もそうだ

と思いますが、いろんなそういう考え方があるのが、今の流れではないかな、決まっては

ないというふうに思っておりまして、今、本当に動きが多いところかなというふうに理解

しています。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 私自身は新しい基本的には、例えば、自分では女性だと思っているけど肉体は男性だと

か、逆のパターンもありますよね。そんな方は一定数いらっしゃる。それはそれでいいと

思います。そういう場合は裁判所で申請をすれば、裁判所が認めれば性転換は戸籍上でき

るわけですよね。逆にいうと、裁判所で駄目だと言われる人もいる。いや、あんたは違う

だろうと言われる人もいるじゃないですか。素直に行政というのは素直に裁判所の判断に
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従えばいいのかなと思っているんですけど、そういう意味では戸籍上がベストなのかなと

個人的には思っています。戸籍に従うのが一番法的に正しい。倫理的にどうか分からない

ですよ。法的に正しい、一番戸籍に従うのが。その上で、市役所ではケース・バイ・ケー

スで男女の定義が違うわけなんですね。 

 そうすると例えば今のケースで私が質問したけれども、自分では男と思っている女性が

いるとしましょう。肉体的には女性、戸籍上も女性、でも自分で男と思っている女性がい

るとしましょう。例えば、この方が管理職になった場合は、これは男性とカウントせずに

恐らく、今、戸籍上の女性が管理職になったというカウントになるんですよね。どうなる

んですか、それは。もし現状そういうケースがあった場合、どうなんですか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 今、ちょっと人事課にそういうところまで、戸籍上で男女という区別をしているのか、

自認でやっているのかというのを、現在の統計がどうなっているのかはちょっと調べない

と何ともちょっと申し訳ないですけど、多分、今の状況でカミングアウトしていないと戸

籍上で統計は取っているかも分からないです。 

 カミングアウトしていれば、それはカミングアウトされているので、女性として、もし

男性の方が女性というカミングアウトをして、そういうのが分かっていればそういう統計

を取っているかも分かりませんが、その辺は管理職の統計を今どうやって取っているのか、

申し訳ないですけど人事課に確認しないとちょっと分からないというのが本当のところで

す。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 了解しました。そうすると自称の場合だとどうやって確認が取れるんですか。本当にそ

うかどうかというのは、例えば本当に性転換した人は裁判所行って裁判で転換できるんで

すよね。実際そういう人もいるんだけれども。裁判所で手続は取らない、でも自称男性だ、

自称女性だという人いらっしゃるじゃないですか。それは、本人が自己申告したら、はい、

そうですかで認めていくもんなんですか、市役所は。 

 

○ 山下市民文化部長 

 観点が違うのか分かりませんが、今後の話ですが、うちの場合は男女共同参画課があっ
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て女性の管理職比率とか言いますから、どうしてもそういうデータというのは要るんです

が、もう一方で、今後、そういった男女の比率で管理職がどうたらこうたらというふうな

のは必要があるのかどうかというのが、非常に私どもとしても、市民文化部自身が非常に

悩んでいるといいますか、そういうデータを出してやっていくこと自体がいいのかどうか。 

 ただ、男女共同参画でまだまだ必要ということもありますので、データでやっていかな

きゃいけないというすごく――答えになっていないかも分かりませんが――ジレンマがあ

るというのが、今の状況ということでございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 これ、最後にします。単なる意見陳述になるんですが、私も実はそこがすごく分からな

い部分で、今は男女の性差なんか関係ないじゃないかという声が大きくなってきています

よね、おっしゃるように。であるならば、市役所がやっているいろんな事業で女性何とか

とか男性何とかという発想自体も必要ないんじゃないかと。女性相談、男性相談という必

要があるのか。女性の登用率、雇用管理者の率を上げましょうと、そもそも何で女性の管

理職という必要があるのかと。管理職なら管理職だけでいいわけであって、男性管理者、

女性管理者なんていう必要がないじゃないかという発想にはなってくるわけじゃないです

か。 

 じゃ、それを突き詰めていくと、結局女性の社会参画に遅れが生じるんじゃないかとい

うパラドックスも発生して、何が正解なのか、私も正直分からないんだけれども、期待し

たいのは世の中の風潮に流されることなく、泰然自若じゃないけれども自然体で、あんま

り小ざかしい理屈に惑わされることなく自然体で、ごくごく普通の感性で市役所というの

はいてもらいたいなという期待を込めて、勝手な期待ですけど。個人的な期待ですけれど

も、勝手に独り言をつぶやいて終わります。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にご意見がございましたら。 

 

○ 中川雅晶委員 

 男女共同参画とＬＧＢＴ含めたダイバーシティーというところが混在しているのでやや

こしくなっているという側面ありますけど、ここでいう男女共同参画の事業というのは、



 - 57 - 

やっぱり社会的な固定的な役割分担とか、長年刷り込まれたリテラシーに対してどういう

ふうにしていこうかって、男女共同参画というのは男がとか女がではなくて男女共同の参

画社会を目指しているというところで、ある一定、まだまだ日本はジェンダーフリーの部

分からいっても、また今回の決算のいろんな実績含めても、まだまだやるべきことはたく

さんあるのかなと。あわせて、ただ、今、それだけではなくて、ダイバーシティー社会と

いう側面も認識しなきゃいけないので、これはちょっと違うステージの話かなとは私自身

は思っております。 

 今回も各役職段階に占める男女割合を出していただいて、女性の課長級の女性の比率と

いうのが24.4％と、ほぼ25％に達成しているという部分は一定こういう社会になってきた

のかなというのはあるのと、ただ、この上の岩盤というのがまだまだ厚いなというところ

が、ここがやっぱり意思決定する段階においてまだまだ女性の比率が低いというところで、

ここからがなかなか厳しいところを登っていかなきゃいけないのかなというところはこの

数字からも見えてくるので、ぜひその次の男女共同参画プランにおいても、そういったと

ころの目線であったりとか、また、新たな、今までと違う視点で計画の中に盛り込んでい

ただかなきゃいけないのかなというふうに思うんですが、その辺は、やってこられた総括

と次期のプランに対する何かコメントがあればお伺いさせていただきます。 

 

○ 岡本男女共同参画課長 

 男女共同参画課、岡本でございます。 

 先ほどの中川委員からのご質問ですけれども、委員会資料の68ページにございますよう

に、係長級ぐらいになりますとおおむね男女比が四日市市役所の場合は同じぐらいになる

と、去年ですと係長級で若干男性のほうが多かったんですが、女性のほうが今年度はちょ

っと多くなっているということで、このぐらいの方たちが年齢を超えてみえるとそれなり

に市役所における管理職の割合というのも増えてくるんじゃないかなというふうには思っ

ております。 

 次期プラン、本日、協議会のほうでご意見を賜りたいと思っている部分なんですけれど

も、そちらにつきましても女性活躍という部分で市役所の女性の管理職の割合というもの

を目標にさせていただいて、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。 

 

○ 中川雅晶委員 
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 引き続き取り組んでいただかなければならないことかなと思いますし、今、議論したよ

うに男が女とかということをもう言わなくても済む社会を目指す、まだまだ途中段階だと

いうところの認識で事業展開していただいていると思いますし、この数字から見ても、ま

だまだその段階に至っていないかなと思いますし、2016年の女性活躍推進法とか、それか

ら2018年の政治分野における男女共同参画推進法とか、特に女性活躍推進法の中において、

行動計画の策定義務が301人以上の企業から100人以上の企業へ対象が広がってきていると

いうこともあるので、ぜひ、これも含めて推進を担っていただきたいなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 私は今の中川委員の意見を聞いてちょっと違うんだけれども、男か女か言わなくていい

社会を目指すというのは、私はちょっと違うと思っていて、男と女じゃ生まれたときから

明確に差があって、これはもう明らかに差はあるんですよ。物理的にあるんだから、男女

の権利の差をなくすのが目的であって、男女、男、女、言わなくてもいいというのはまた

違うんじゃないかな。 

 男には男の持分があるし、女には女の持分があるし、向き不向きというのもあるし、一

切差をなくすというのは不可能だし、私、それ、ちょっと違うのかなと個人的に思いまし

た。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そんなレベルの話をしているわけではなくて、今言ったように、課長級とか部長級とか、

そういう役職の中での男女比とかというような議論をする時代じゃないようになることが、

男女の社会的固定概念であったりとか、固定的役割分担であったりとかというのを解消す

るという意味で、男と女という性別は当然あるので、男の特徴、それはいいほうも悪いほ

うも含めて、女性の特徴、それは当然、動物学的なのか、戸籍上なのか分からないんです

けど、その違いをどうのこうのなくすという意味合いではないですよ。そんな意味ではな

くて、社会的な役割としてそういうのはない社会をというところで男も女もという意味合

いを言っただけで、男と女の違いをなくすとか、動物学的な特性をなくすとかという意味

合いではないので、それは誤解しないようにお願いいたします。 
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○ 三木 隆委員長 

 他にご意見あれば。 

 

○ 小川政人委員 

 全然分からんのやけど。昇進という話が出たけど、市役所って昇進はどうやってするの。

基準は何になるんですか。基準はあるんやろうね。課長になったり、部長になったり、次

長になったり、どうやってしておるんやろう。そもそも分からない。 

 

○ 山下市民文化部長 

 なかなか難しい質問なんですが、基本的には一定の経験年数とかがあって、年齢という

よりも経験年数なのかなというふうに思っていますが、その中で、研修を受けて段階を上

がっていくということ、試験という概念はないもんですから研修で上がっていく。一定年

数、それで、あとは登用されることになりますから、誰を課長にする、誰を部長にすると

いうのはそのときの２役なりなんかが選定するという形になっておると思います。 

 ですから、係長とかは何年で何級になるという一定のところまではありますけど、それ

以降というのはそんな何年たったら必ず何になるということではないので、その辺が少し、

一定年齢まで大体、大卒の場合、何年で主幹になるだとか、高卒の場合、何年で主幹とか、

あと、係長級何年すれば補佐級になるとか、そんなのは一定ありますけど、それ以上はも

う本当にそのときの上司なり人事課なりの判断で上がっていくと、こういう感じだと思い

ますけど。 

 

○ 小川政人委員 

 それでいうと今までは、それに男女差別があったということ、今まであって男女比、数

が違って、これからそれはなくすということか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 男女差別があったかどうかということではないと思うんですが、ただ、実態として、多

分事務職で考えますと、その当時、私どもが入ったときもそうですけど、入ったときから

男女比はかなり違ったのかなと。採用の男女比が違った。それが、経験年数になったとき
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に、やっぱり人数が多いほうが上がっていく率が多いものですから、どうしても男性のほ

うが上がっている率が高くなっていくのではないかなというのが一つと、市役所の場合は、

病院とか、あと保育士さんみえますけれども、そういった方の人数を含めますと、もう

半々ぐらいじゃないかなと思うんですね。職員の人数でいくと。ところが、そういった保

育士さんとか、病院の看護師さんなんかのその上がり方というのが、事務職の男性職員と

一緒のように上がれば当然一緒になると思いますけれども、そうではないような気がしま

すので、その辺で少し差が出てきておるのかなという気がしますけど。 

 

○ 小川政人委員 

 女性用の役職が少ないということか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 男性やから充てている、女性だから充てていないということではないと思いますので、

多分そういったところへ行くまでの経験年数ではないのかなと思うんです。 

 例えば、女性職であったら、係長から補佐にどんどん上がっていけばそれは一緒だと思

うんですけど、先に申し上げましたように、もともと人数少ないもんですから、上がって

いき方が少し変わっていたのかな。それによって上がれやんだかなという気もしますし、

その辺は、今は半々で入ってきておるようですので、今後はどんどん一緒のようになって

くる、事務職に限っていえば一緒になってくるんじゃないかなというふうに思っています

けど。 

 

○ 小川政人委員 

 分かりました。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他にまだご質疑はありますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 あります。 

 



 - 61 - 

○ 三木 隆委員長 

 ただ、ここでちょっと休憩を入れたいもんで、それを伺ったんですが。 

 15分程度、再開は午後２時10分でお願いします。 

 

                                １３：５３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：１０再開  

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、質疑を受けます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 これ、マイナンバーカードの事業の発行のところの部分ですけど、これ、例えば今、マ

イナンバーカードでのコンビニ発行に係る経費と、それから、市役所の窓口、地区市民セ

ンター等々での従来どおりの発行の、いわゆる費用対効果というのはどういうふうに総括

されているのか。今は、マイナンバーカードでコンビニ発行するときには、コンビニ発行

していただくと要は手数料がかかる、今まで以上に経費がかかるというふうな認識やった

んですけど、実際にまだまだ窓口発行のほうが圧倒的に数字は多いんですけど、これは例

えば、どの時点でとか、また、現状で人件費とか含めた経費としては、どちらのほうが、

費用体効果としてはどうなのかとかいうのは、何かデータとか何かお持ちなんですかね。 

 

○ 杉本市民課長 

 市民課の杉本でございます。 

 コンビニ交付につきましては、当然システムの経費なり、あと、コンビニに対する委託

料なりということで、証明書の手数料につきましてはコンビニであろうと窓口であろうと

同じですけれども、そういったコンビニ交付については余分に経費がかかっているという

ところは正直ございます。 

 ただ、コンビニ交付につきましては土日限らず早朝から夜間までということで、当然利

便性は高い部分もございますので、ただ、経費の部分につきまして、窓口の部分とコンビ
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ニの部分でちょっと比較をお示しできるちょっと数値は今持っていませんし、どの時点を

もってある程度の効果が見えてくるかというのを十分に説明することが今ちょっと数字的

にはできませんが、ただ、コンビニ交付につきましても平成31年２月から開始をしました。

最初の２月で、証明書全体で195枚の交付を行いましたが、ここ最近では四百何十枚とい

うことで、少しずつではございますがコンビニ交付のことを知っていただいて、取ってい

ただく方が増えてきているという状況でございます。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 何でこんなことを聞くかというと、一つに大阪市は、コンビニ交付は例えばうちでいう

と200円、住民票は200円と。でも窓口での発行は300円取りますよと、わざわざ、これ、

条例改正か何かでしているわけです。その理由が、やっぱり窓口発行のほうが費用かかる

のでということを市民に向けて広報されていて、理解を求めるような感じでされていると。

明らかにマイナンバーによるコンビニ交付も推進しているという施策で、差をつけている

んですよね。 

 当初はまだまだ数が少なかったりとか、発行手数料がかかるとかというところで、でも

これは踏み切るという感じで、徐々に徐々にというところですけど、どこかの時点で、当

然窓口発行すればその人件費であったりとか手数料であったりとか、いろんなことを考え

ると、最終的にはマイナンバーカードでコンビニ発行していただくほうがはるかに費用対

効果があるとかというところの分析とかというのも、やっぱりやっていかなきゃいけない

し、誘導策の一つとしては面白いかなと思うんです。ただ、すぐに市民の理解が得られる

かどうかというのは、あるかもしれないですけど、ただ、僕も大阪市で、僕自身ではない

ですけど、子供の住民票を移したときに待たされて駐車料金はどえらいかかるし、発行手

数料も高いし、これやったらマイナンバーカードを作って、マイナンバーカードで今後や

ったほうがいいなというのは確かに思ったというのがあります。駐車場も狭いですし、そ

ういういろんな都市的な外部的要因もあるとは思うんですけど、ただ、今後本市が本気で

マイナンバーカードを据えていろんなものを推進していくとなれば、現時点ではないです

けど、そういう選択をどこかの時点でするという可能性もあるのかなというふうに、思い

ました。 

 あわせて、本市が、ここの市民文化部はどちらかというとマイナンバーカードだけを視
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点に置いていますけど、市全体の行政のデジタル化であったりとか、ＩＣＴ化であったり

とかというのは重要なことで、もちろん行政のデジタル化というのは市民に向けてのデジ

タル化もあれば、行政内部におけるデジタル化という二面性があるんですけど、市民文化

部はどっちかといったら市民サービスに向けてのデジタル化というところで、ＩＣＴの行

政のデジタル化というところの青写真も、計画も本市には実はないわけですよね。これ、

もう豊田市なんかちゃんとそういう戦略立てて、計画的に進められているし、三重県の中

においても松阪市はそういう計画立てているんですよね。 

 そういうところへ行くと、国がマイナンバーを推進しているから仕方なしにやっている

と。多くの自治体でコンビニ発行しているから、仕方なしにやっているスタンスなのか。

積極的に市民の利便性を高めるようなマイナンバーカード制度を構築しているのかという

のが非常に大きいところだと思うんですけど、その辺、このマイナンバーカードに対する

姿勢とはどういうふうに思っているんですか。 

 

○ 杉本市民課長 

 市民課の杉本でございます。 

 当然、コンビニ交付についても市民の利便性を高める手法の一つだと考えておりますし、

マイナンバーカードにつきましては、そういったコンビニ交付に続くような何かしらの手

法を、今、四日市では持っていない部分がございますが、今後、そういった先ほど委員の

ほうもおっしゃっていただいた電子申請なり、市民サービス、庁内の両方とでございます

が、そういった部分で拡大してくる可能性もございますので、マイナンバーカードにつき

ましては、今後も取得促進を図っていきたいというふうに考えております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 例えば、マイナンバーカードで、僕もマイナンバーカード作ったら住民票とか印鑑登録

証明書とか、そんなのはもうコンビニで発行する方がはるかに便利やと思うので、使えば

もうその利便性というのはてきめんに分かりますし、こんないっぱいの駐車場に来る必要

もないですし、ある一定の方がマイナンバーカードとかを所有すれば、ひょっとしたら、

もう地区市民センターの業務であったりとか、土日やっている近鉄四日市駅の市民窓口サ

ービスセンターが必要か必要ないかという議論だってできるわけですね。しなくなればそ

れだけの人件費であったりとか、いろんな費用が浮いたりとかすると、どの時点で費用対
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効果が逆転するかというのも、ぜひその辺も見極めた上で推進いただきたいなというふう

に思いますし、何よりも、昨日からでしたっけ、マイナポイントが始まってそういうニー

ズもあるし、いやいや健康保険証とかが一緒になればそれはそっちで利便性が高められる

とか、いろいろ市民によってニーズも違うとは思うんですけれども、今度の補正予算の中

にも窓口を充実したいとか、マイナンバーカードを作りやすいような展開をしていただけ

るというところであるんですけど、ただ、やっぱり本市として、このマイナンバーカード

を推進していこうとなれば、どういうような本市、全庁的に行政のデジタル化というとこ

ろを推し進めて、その中でのマイナンバーカードの位置づけであったりとか、マイナンバ

ーカードの利活用とかというのを、ある程度グランドデザインと経年的な計画を立てて推

進しなければ、なかなかうまくいかないんじゃないかなと思うんですが、そういう計画を

立てて、グランドデザインをつくるとかという意向というのは市民文化部としてどう考え

ておられるんですか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 委員ご承知だと思いますけど、本市の総合計画の中でもう既にマイナンバーカードを活

用して電子化すると、そういった手続ができるように目標も掲げてやっていますので、基

本的にはこれをできる限り着実に推進していけばその方向にいくんだろうなというふうに

思っていますが、私どもの部としては、できる限りマイナンバーを早く取得してほしいと

いうことに力を入れていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 大きいところのＩＣＴ化とかというのは、ここではなくて総務部になるんですかね。大

本は総務部のＩＣＴ戦略課か何かが本当はやらなきゃいけないんですけど、あんまり仕事

していないのかなと僕は思いますが、そっちをもっとけつたたかなあかんなという思いは

本当は強いんです。市民文化部はどっちかというとマイナンバーカードをどうするかとい

うところの役割なので、これを言うことはどうかなとは思うんですけど、でも、ここだけ

が一生懸命走ったってそれはなかなかうまいこといかないので、やっぱり行政のデジタル

化というのは、両方の側面、同時に進めなければやっぱり市民の利便性というのは高まら

ないという部分もあるので、そういう意味では、そういう計画的に市民文化部からも総務
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部に対して要望しながら、四日市が先進的な地になるように、行政デジタル化といえば四

日市と言われるような推進を図っていただきたいなというふうに思います。意見です。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 もう論点整理シートにしてもうたらどうかなと思わんでもないんですけど、結局、発行

の割合を上げようと思うと、サービスの充実、充足しかないと思うんですよ。 

 この前、総務常任委員会は何か視察に来てくれたみたいで、浜田地区でコロナ禍の避難

所運営の訓練をしたんです。そうすると、今までみたいにはわっと入れへんもんで物すご

い列ができて、避難所に入ってくるときにマイナンバーカードで非接触でピッピッとして

いけるのやったら、管理も楽やったやろうねと、自治会の防災の反省会の中で出てくるん

ですよね。 

 そういうことも、じゃ、ここで議論したって危機管理監がいないのにしようがないし、

三条市か何かだと、あれで投票券もマイナンバーカードをぴっとすると投票券がピッピッ

ピッと出てきて、本人確認もできて、重複の投票がある程度制限されるということで、こ

れから先の共通投票所という考え方にもすごくいい機能なんだろうけど、これも総務常任

委員会の話になるし、なかなかこの発行や窓口サービスでの住民票の部分とかだけでは便

利という程度であって、この印鑑証明の印鑑手帳と同じぐらいの制度にしかみんな感じて

いないわけですよ。 

 ここは、論点整理シートに入れていくような心積もりで委員の皆さんもばんばんと発言

してもらいながらやっていってもうたらどうかなということを委員長のほうにお願いして、

私の言ったことは、もし論点整理シートまとめていくということになれば、そういった活

用方法と並行しながら発行の割合を上げていくべしというような書きぶりにしてもらうと

いいのかなと思いましたので、これは行政に対してというよりも、議員間討議の一部とし

てまとめていただけたらと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 この認定が終わった後に、その論点整理シートの募集という項目の部分で改めて時間を

取りますので、そのときに丁寧に説明していただきます。 

 

○ 太田紀子委員 
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 先ほどの個人番号カードなんですけど、四日市市の普及率は７月末時点で13.11％、全

国的には１月後になるんですけど８月末で19.3％という数字が上がっていて、全然追いつ

いていない状況。地区市民センターのなんか見てると、１日せいぜいもう６人ぐらいとい

う話も聞いている。だから機械を増やしたらいいのという話をすると、いやいや、館長さ

んが自ら受け付けしているというか、対応しているような状況を考えると、ただ機械の数

を増やせばいいというだけのことではないと思うんです、ある程度その普及率を上げよう

と思ったら。 

 あとは一般の市民の人から声があるのは、働いているとその時間に行けない。だからも

っと別のところでしてもらったら、日曜日とか祝祭日とかでも常に開いていますよ、やっ

ていますよということをしてもらったら行けるけれども、今の状況だとなかなか目標にし

ている20％って行かないと思うんですよね。 

 そういう現状考えるともうちょっと何か考えというのは、皆さんに普及しようとするに

はもう少し広い視野というか、何か解決策を持っていないと。もうちょこっとずつしか普

及率って四日市市の場合上がらないと私考えるんですけど、どんなもんなのかな。 

 

○ 杉本市民課長 

 市民課の杉本でございます。 

 委員おっしゃったとおり、平日ではなかなか来庁できない方もいらっしゃるかと思いま

す。あと、各地区市民センターで交付業務を行っておりますが、端末の数が１台ずつとい

うことで、職員の体制もございますが、センターのほうで数を稼いでいくことがなかなか

難しいという状況はございます。 

 そこで、休日の窓口はどうしても全国サーバーが点検のために止まる日もございますの

で、全部の日を土日休日窓口ということで開設できない部分がございますが、開けられる

ところは全て開けて、８月も７回休日窓口を実施したところです。 

 あと、休日に限らず時間外といいますか、夕方から夜にかけて、どうしても端末がそん

なに遅くまでは稼働しませんので限界がございますが、７月からそういった夜間の時間帯

も窓口を――本庁の市民課でございますが――拡大して、対応をしているところです。 

 後ほど、また補正予算のところでのご審議いただくかとは思いますが、センターのほう

で処理できる数に限界もあるということで、今回、本庁のほうに新たに機械も増設して、

そこで交付の専用窓口を開設してそちらに来ていただくというようなことで、交付枚数を
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増やしていければなというふうに考えているところでございます。 

 

○ 太田紀子委員 

 ありがとうございます。それで、結局、こうやってやっていてもらっても、知らないと

いう市民の方が圧倒的に多い。だからもうマイナンバーカードなんかぎりぎりで、健康保

険証か何かにならない以上は取れやんなみたいなそういう感じで言われる方、夜間だった

ら何時までどこでやっていますよとか、例えば近隣の地区市民センターでもしていただく

とかというそういう方法も、いろんな手法使っていただいて、私も取っていないからあん

まりあれですけど、普及率を伸ばしていただくようにお願いしたいと思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 意見でよろしいか。 

 

○ 太田紀子委員 

 はい。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。 

 

○ 太田紀子委員 

 男女雇用参画課の相談件数ですけど、今回は物すごく暴力という部分が上がっています

し、あと、面接も上がっているんですね。前も面接していただきたいという予約のお電話

を入れられた方がすぐになかなか面接をしていただけない、件数が多いのでその時によっ

て、２日後になったりするときがあるという話聞いたもので、見たら数が物すごく増えて

いるもので、今の状況でいいんでしょうか。 

 もう少し拡大というか拡充、相談員さんの成り手がなかなかいないということも聞いて

いますけれども、どうなんでしょうか。その辺で。 

 

○ 岡本男女共同参画課長 

 男女共同参画課、岡本でございます。 
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 現在、３人の相談員が日々相談業務に対応している状態です。見ていますと、ほぼ毎日

電話での相談が入りまして、電話の内容を確認した上で電話だけで終結される方と、いえ

いえこれは面接につなぎましょうという方を判断した上で、例えば危険な場合であれば、

速やかに面接するであるとか、本当に例えばＤＶ等で危険な場合は警察に臨場してもらう

ように指導したりとか、その時々に応じまして最善の対応をさせていただいていると思い

ます。 

 委員がおっしゃられた方がちょっとどういうケースだったのか分からないんですけれど

も、多分いっぱいであったのかもしれないですけれども、２日後でもその方の対応は大丈

夫だというふうに相談員が判断をして、面接を入れたんだと思います。 

 

○ 太田紀子委員 

 現状のままでやられるんですか、これから先も人数的とか、規模的にはどうなんでしょ

うか。 

 

○ 岡本男女共同参画課長 

 定数が４名となっておりますので、今後もう１名採用したいというふうに考えておりま

す。 

 

○ 太田紀子委員 

 ４人で少しでも早く相談、面接していただけるように要望しますけれども、それと男女

となっているのに、男性の相談日がある、電話相談があるということをご存じじゃない方

が多い。まだ数日前も、いや実はあるんですよ、男女となっているけど、女性のほうだけ

というそういう話も聞こえてくるもので、その辺もやっぱり、周知していただくと、男性

のもっと相談も増えるんじゃないかってそんなふうに思います。 

 なかなか本町プラザというところが分かってもらえない。どうしても本庁に来ると市民

相談窓口に行く。そこ行くと、１回相談して切れてしまって、本当で困ってまたどうしよ

うって、私らのところにご連絡いただいてお話はするんですけど、あそこは女性専用よね

って。本町プラザを知っている方でも女性のものやと思ってみえる方もいるので、その辺

もう少し周知を図っていただくように、要望としてお願いいたします。 
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○ 三木 隆委員長 

 意見でよろしいか。 

 

○ 太田紀子委員 

 はい。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。ありませんか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 せっかくあさけプラザから来ていただいているので。 

 あさけプラザの整備について、こうやって決算をいただいて、整備をしていただいたと。

しかし、行政コスト計算書を見るとやっぱりこのコロナ禍が影響していて収入が少し減っ

たりとか、総じて計上の行政コストが前年よりも少し上がっているのかなというところも

あるし、次年度はもう少しまだ影響するという可能性もある中で、今後、どのような対応

していくのかというのも含めて、もちろん感染症対策もしっかりした上で、どのようにあ

さけプラザの有効活用を考えておられるのかだけちょっとお伺いします。 

 

○ 杉野あさけプラザ館長 

 失礼します。あさけプラザの杉野です。 

 中川委員から、今、お話しいただきましたように、行政コストの観点からのお話をいた

だきました。確かに言われるように、前年度につきましては、特に１月ぐらいからコロナ

の関係の貸館のキャンセルというような影響が出始めて、特に３月のキャンセルというの

は多ございました。その部分の収入の減というようなところが大きく響いてきているのか

な、そのことは、年度明けてからもより色濃く出てくるのかなというふうには見ておりま

す。 

 一方で、施設整備ということで、昭和59年に建設されてもう三十五年、六年たってきて

いるわけですけれども、委員会の資料でもお示しをさせてはいただきましたけれども、今

年度におきましては、ホールのつり天井の崩落対策の工事というのが大きく入ってまいり

ます。それに向けた設計業務などを昨年度行わせていただいているわけですけれども、そ
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れ以外に、施設の設備、特に空調の関係ですかね、この辺りの経費を更新していったりと

かというようなところでかなり経費がかかっているというふうに見ておるわけです。 

 その中で、次年度以降に向けてということなんですけれども、今、現時点ではやはり新

型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点からの取組というのがまず第一義的に取り

組んでいかなければならないかなと。 

 具体的にはやはりその基本的な感染防止対策というものを、徹底していくというような

ことに尽きるんやと思うんですけれども、それこそ細かな話、手の消毒であるとか、換気

であるとか、あるいは一遍に集まっていただくというようなことを少し回避していただく

ようなことでお願いさせていただいたりしながら、もちろんもともと設定されている定員

の半分以下とするようなことをお願いしている段階なんです。 

 かなりコロナウイルスの影響で貸館を手控えられるというようなこともありましたし、

こちらのほうから貸館の停止ということでお願いさせていただいた時期もございます。 

 そこからやっと再開し始めて、まだやはり利用者さんにつきましても、これ、どうやっ

てこのイベントをやろうかなとか、サークルの集まりどうしようかなというようなことを

ちょっと考え考えしていただいている状況なのかなと。 

 施設のほうとしましても、恐る恐る開けていったというところが実情なのかなと思うん

です。何が正解なのかというところが見えない中で、取りあえずこの基本的なところの感

染対策を徹底していこうというようなことで、いわゆるよく言われる３密を避けるような

手だてというようなことを講じながら進めているところです。 

 これがどのように収束に向かっていくかというようなことによって、やっぱりその貸館

の在り方というものも、これは検討していかなければならないのかなと。新しい生活様式

とよく言われますけれども、この貸館の提供においても、どういうような状態になってい

くかというところをずっと見ながら進めていかなければいけないかなというふうには考え

ておるところでございます。 

 以上です。すみません。 

 

○ 中川雅晶委員 

 あさけプラザのトイレの手洗いとかというのは、もう非接触型になっているんですかね。 

 

○ 杉野あさけプラザ館長 
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 すみません。トイレの蛇口につきましては通常のひねるタイプのままでございます。た

だ、施設に入る前とか、要所要所に手指消毒のアルコールのポンプを設置させていただい

て、この時期にちょっと増やさせていただいたという部分もあるんですが、全ての部屋に

設置できている状況ではないんですけれども、やっぱりよく通られるところとかいうとこ

ろには、アルコール消毒のポンプを配備させていただいているところでございます。 

 以上です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 こういう会館はやっぱり非接触型の蛇口に変えたほうがいいかなというので、ぜひそれ

は来年度に向けて、そういう側面で予算計上されてもいいかなと思いますし、なかなかも

うこの会場を全部ぎっしり埋めて何かイベントというのはしばらくちょっと難しい状況が

続くのかなと思いますので、となれば、逆に言えば、そうじゃないようなイベントとかを

提案するというのも一つの手かなと思います。 

 要はオンラインで発信するようなイベントとかであれば、そんなでっかい高いホールを

借りてまでする必要ないし、かといってそんな狭いところではできないので、そういうニ

ーズに合ったような提案の仕方とかというのもあるし、貸館も、今、言ったリモートで会

議とかをするときに、今、家でなかなかという方々のニーズとかって、四日市はワーケー

ションというわけにいかないですけど、家ではないところの仕事のためのスペースの提案

とか、そういうニーズに合うようなマーケティング戦略を練るとか、大きいホールについ

ても、せっかく施設整備を行っているので、有効活用できるようないろんな提案を、いろ

いろ知見を借りながら、こちらから積極的にこういうイベントどうでしょうかという発信

をするぐらい積極的にやられたらどうかなと思うんですが、それはいかがでしょうか。 

 

○ 杉野あさけプラザ館長 

 ありがとうございます。 

 これまでの貸館の在り方というものを、今回のこのコロナの関係の影響を踏まえた上で、

今後どういうふうに展開していくべきかということにつきましては、研究を進めていかな

ければならないのかなというふうに考えております。 

 その中で、俗にいうリモートとかというようなお話がある中で、実際にどういうふうに

そういうものを取り入れたような提供というのは、具体的なイメージがまだまだやっぱり
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描けていないという段階なのかなというふうに思いますので、いろいろ他の情報を集めな

がら、研究を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に、ご意見ありましたら。 

 ありませんか。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、ご意見、ご質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がありましたら、ご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 異議なしと認め、採決を行いたいと思います。なお、全体会へ送るか否かは、採決の後

にお諮りします。 

 反対表明がありませんでしたので、簡易採決をさせていただきます。 

 議案第21号令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち、歳出、第

２款総務費、第１項総務管理費中関係部分、第３項戸籍住民基本台帳費については、認定

すべきものと決することにご異議ありませんか。 
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（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 全体会審査に送るべき事項について、委員の皆様ご提案がありましたら挙手にてご発言

願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 なしということですので、全体会送りはなしとさせていただきます。 

 

 〔以上の経過により、議案第21号 令和元年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第12目あさけプラザ費、

第16目男女共同参画費、第３項戸籍住民基本台帳費について、採決の結果、別段異

議なく認定すべきものと決する。〕 

 

○ 三木 隆委員長 

 ここで、先ほど出た論点整理の提案について少し時間を取らせていただきます。 

 これは、中川委員のほうでしたね。 

 事業名と事業概要という部分の、要するにマイナンバーカードの普及とかですね。 

 

○ 中川雅晶委員 

 マイナンバーカードはこれ、何という事業でしたっけ。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 決算の部局別の79分の69の市民課の主要事業についての窓口サービスの向上というとこ

ろで、この中にマイナンバーカードの発行数を増やしていきましょうというのが一つ入っ

ておるわけです。 

 この発行を今後さらに促進していくためには、よりマイナンバーカードを利用した市民
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に対する利便性の向上というのが求められるというふうに私は考えます。 

 そんなところから、全庁的な取組が求められてきますので、機能強化に向けて、より発

行の窓口である市民文化部のほうからも、ぜひ、全庁に対してサービスの向上を訴えてい

っていただきたいという趣旨で、論点整理シートに記して、全体会で取り扱って意見の交

換を行った後に、行政に対する提言としてまとめてはどうかという趣旨で発言をいたしま

した。 

 ですので、マイナンバーカードを活用した事業の拡大という認識でございます。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他の委員の方は、今の事業名というんですか、趣旨の説明で了とされますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 いいと思います。 

 ただ、これ、なかなかここ市民文化部だけでは完結しないので、さっき言った総務部で

あったりとか、場合によっては危機管理監それから健康福祉部だって関係してきますので、

そういうところで、大きくは行政のオンライン化の計画なりとか、ＩＣＴの計画なりとか

の策定を促すような提言書にできればなというふうに思います。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他の委員はどうでしょうか。 

 太田委員。 

 

○ 太田紀子委員 

 私も、全庁的にするなら、いろんな部署でもちろんいろんな常任委員会を巻き込んだ議

論ができればと思っておりますので、全体会に上げていただいたら。 

 

○ 三木 隆委員長 

 先ほど太田委員もマイナンバーカードの促進について意見されていましたけど。 

 

○ 太田紀子委員 
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 促進ということで、はい。 

 

○ 三木 隆委員長 

 日置委員は。 

 

○ 日置記平委員 

 意見なし。 

 

○ 三木 隆委員長 

 はい。賛成は賛成ですね。反対するものではないですね。 

 

○ 日置記平委員 

 皆さんよければ、やってもらえれば。 

 

○ 三木 隆委員長 

 諸岡委員。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 結構です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 副委員長は。 

 

○ 笹井絹予副委員長 

 賛成です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 それやったら、論点整理シートを作成して全体会に上げるという方向で進めていきます。 

 議員間討議という部分は、先ほどの概要部分でまだ不足か。 

 これに関連してご意見ありましたら。 
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（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 なければ、分類については、今、やられておる事業なんで拡大ということでよろしいで

しょうか。 

 皆さん、よろしいか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 それなら、拡大ということで進めさせていただきます。 

 この件はこの程度といたします。 

 

    議案第25号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第６号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第２款 総務費 

         第３項 戸籍住民基本台帳費 

 

○ 三木 隆委員長 

 次に、予算常任委員会産業生活分科会として、議案第25号令和２年度四日市市一般会計

補正予算（第６号）のうち、歳出第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費についてを議

題といたします。 

 本件につきましては議案聴取会において追加資料の請求はありませんでしたので、質疑

より行います。ご意見、ご質疑がございましたら発言願います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 よろしくお願いします。 

 これ、問合せ対応等に係る業務の委託というふうにあるんですが、受託する事業者とい

うのは、既に一定の知識を持っていて、滞りなく案内ができるような業者を選定するのか、
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人員として確保して、四日市市がいったらＯＪＴみたいな形で庁内研修を経て、案内をし

ていくのかというのは、いずれになるんですか。 

 

○ 杉本市民課長 

 市民課の杉本でございます。 

 マイナンバーカードの関係とか、当然住民票の関係とかも関連する場合もございますが、

そういった知識を持った業者さんに受託をしてもらうということで考えております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 現在の１階のマイナンバーカード発行に伴う一番東側の窓口にいる人たちというのは、

そういう意味においては既にスペシャリストな方たちであるのか、まだ、あの人たちはそ

うでもなくて、これからより知識のある方たちにお願いをしていくのか、どうなんですか。 

 

○ 杉本市民課長 

 市民課の杉本でございます。 

 委員おっしゃった市民課の東側のマイナンバーカードの交付業務を対応している職員に

は、正規の職員もいますし、会計年度任用職員もいます。 

 会計年度任用職員については、年度途中から雇用した職員もおりまして、日々経験を積

んでもらって成長していってもらっているということで、若干知識経験にはばらつきはご

ざいますが、ある程度マイナンバーカードの知識、経験を持った者で対応させていただい

ております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 ちょっと十分でないと感じる部分もございますので、さらに研修を進めていただいて、

市民の人たちがもやっとしないようにしておいていただければなということをお願いして

終わります。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。よろしいですか。 
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（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、ご意見ご質疑もないようですので、これより討論に移ります。 

 討論ありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 異議なしと認め、採決を行いたいと思います。 

 なお、全体会へ送るか否かは、採決の後にお諮りします。 

 反対表明がありませんでしたので、簡易採決させていただきます。 

 議案第25号令和２年度四日市市一般会計補正予算（第６号）のうち、歳出第２款総務費、

第３項戸籍住民基本台帳費については、可決すべきものと決することにご異議ありません

か。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 なお、全体会審査に送るべき事項について委員の皆様からの提案がありましたら、挙手

にてご発言願います。 

 

（なし） 
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○ 三木 隆委員長 

 それでは、全体会送りはなしとさせていただきます。 

 

 〔以上の経過により、議案第25号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第６号）、

第１条歳入歳出予算の補正、歳出第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費につい

て、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 三木 隆委員長 

 次に、議案第33号工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 

    議案第33号 工事請負契約の締結について 

 

○ 三木 隆委員長 

 本件については、議案聴取会において追加資料の請求がありませんでしたので、質疑よ

り行います。ご意見、ご質疑がございましたら、ご発言願います。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 本件に反対するものではないんですけれども、このあさけプラザ以外で、まだつり天井

が市民文化部の所管で残っているものというのはあるんでしょうか。 

 少し本件から外れるかもしれませんが。 

 

○ 中根市民文化部次長兼市民生活課長 

 ないと認識しています。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 はい、結構です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 先ほど決算のときも申し上げましたけど、これも２億1285万円計上されているので、こ



 - 80 - 

れはもうやっていただかなきゃいけないんですが、せっかくこれだけ投資するのであれば、

先ほど申し上げたいろんな工夫、いろいろ知見を得て有効に活用できるような戦略であっ

たりとか、そういう提案であったりとかというのを、ぜひ研究して発信いただきたいなと

思いますが、そのご決意だけをいただいておきます。 

 

○ 杉野あさけプラザ館長 

 あさけプラザ、杉野です。 

 つり天井の崩落対策工事、これは安全性を担保していくという工事になってくるわけで

すが、それに伴って、ホールの椅子とかも更新させていただいたりする中で、施設がリニ

ューアルをされていく、そこに対してどういうような提供の仕方が効果的か、そして安全

かということも踏まえて貸館の在り方ということについて研究を進めてまいりたいという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

 

○ 三木 隆委員長 

 他に。ご意見ありませんか。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、ご意見、ご質疑はないようですので、これより討論に移ります。 

 討論がありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 別段、討論もないようですので、これより採決を行います。 

 反対表明がありませんでしたので、簡易採決とさせていただきます。 

 議案第33号工事請負契約の締結については、原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 
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（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第33号 工事請負契約の締結について、採決の結果、別段異

議なく可決すべきものと決する。〕 

 

                                １４：５５休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：２５再開  

 

○ 三木 隆委員長 

 休会中の所管事務調査の件なんですけど、それ、決めるのが最後の仕事なんですけど、

この時世で、コロナ禍においてなかなか各継続中のテーマは、地方卸売市場、産業の創

出・活性化、客引き行為等の防止についてと、市立四日市病院の第四次中期経営計画がテ

ーマなんですけど、この間、病院の場合は前、日置委員のほうからもっと細かな話があっ

たですけど、第四次中期経営計画の大まかな話をこの間、資料請求しまして、ちょっと説

明していただいたんですけど、本来はもう少し細かいところまで入りたいんですが、なか

なか時間とタイミングが非常に難しいもんで、その辺のちょっと意見を聞きたいんですが、

日程は10月26日の午後１時半からを一応日程として押さえてはあるんですよ。 

 

○ 日置記平委員 

 何曜日でしたか。 

 

○ 三木 隆委員長 

 月曜日です。 

 所管事務調査の日程と、今、説明をして、どうするかというのを決めています。 

 



 - 82 - 

○ 日置記平委員 

 10月26日、月曜日午後１時半から。 

 

○ 三木 隆委員長 

 そのテーマというのが、どこに、何をということです。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 三木 隆委員長 

 やるのかやらないのか。 

だからこの時期やから、テーマによっては嫌がられますもので、行くと。 

 もし仮に、そういう呼ぶとか。呼ぶにしても同じです。 

 

○ 日置記平委員 

 市立四日市病院の件は、僕もいろいろと６月の一般質問の中でコロナの件で、病院ご苦

労さんと、大変やねって。そういうねぎらいの言葉があったことから、だから、我々、所

管でそういうことを思ってちょっと僕、発言したんだけど、おっしゃるとおりですよ、環

境を整備すれば、ということもあるので、例えば今のコロナの状況を、事務長にちょっと

お願いして資料を出してもらうと。ＰＣＲ検査の状況がどうだとか、２月から８月までの

感染者の状況はどうだとか、それから、いろいろドクターの苦労の環境が分かるやないで

すか。医療崩壊という言葉も随所に出てきているんだし、そんなことから、そういうちょ

っと調べてもらって、資料もらえればそれでもう済むことですな。 

 

○ 三木 隆委員長 

 なかなか人数とか、そういうのは出したがらんもので。 

 

○ 日置記平委員 

 いやいや、僕のそれはあくまでも意見ね。 

 だけど新聞では四日市は何人、鈴鹿は何人というのが出ているので、出ないところまで

出せということではないので、出せるところまで出してもらって。 
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○ 三木 隆委員長 

 多分全部が全部市立四日市病院で見ておるかというと、県立総合医療センターのほうが

病室を１フロア取っておるもんで。だから、どこで何人が入院しておるというのは分から

んですわ。はっきり言って。 

 

○ 日置記平委員 

 ただ、市民は不安を持っているの。四日市はどれぐらい受け入れられるんだろうか、キ

ャパシティーはどうなんだろうか。津まで行かんならんだろうか、それとも県外に行かん

ならんだろうかということの不安は持っているので。 

 

○ 三木 隆委員長 

 それなら院長の話でね、結構リアルの、本館とは隔離した部分を設けておるという話、

初めて聞いたわね。あの辺の部分が今まで全然説明がなかったので。 

 

○ 日置記平委員 

 そうね。だからその辺のところが我々やっぱり知る必要があるわね。 

 

○ 小川政人委員 

 なしにしよう。 

所管事務調査。 

 調査の中身を言っておるんやろ。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 私も、もうなしでいいと思います。 

 

○ 日置記平委員 

 違うのやわ。俺の話、ちょっと聞いておってくれさ。 

 だから、僕の言ったことを病院に伝えて、出せるところまでペーパーで出してもらうと。

そういうことですわ。そういう調査。 
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○ 三木 隆委員長 

 あまり期待できやんけど、それぐらいやったらね。 

 

○ 日置記平委員 

 それぐらいか、どれくらいか分からんけど。 

 

○ 三木 隆委員長 

 樋口委員、どうですか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 健康福祉部との仕分がまずできたら、市立四日市病院に絞ってやらないと所管をまたぐ

なというのがあるかなと、聞いていて感じたので。 

 

○ 三木 隆委員長 

 保健所マターだから。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 少し整理して請求しないとややこしいかなという気は今していまして、じゃ、説明に来

ていただいてというよりも、今回の決算の中でも何度も説明いただいている。その補足の

資料を求めていくという系統で、改めて説明という機会を設けるかどうかというのは正副

委員長にお任せしますけれども、私がどちらかというと気になっておるのは、一回じばさ

ん三重を見ておかなあかんのと違うかなと思っています。どこかで。今回でなくてもいい

ですけど。 

 今回、じばさんを四日市市で丸受けするかもしれんという話になっている中で、年内に

方向性を決めやなあかんと言っているので、一回じばさん三重を見ておかなあかんのかな

と、ちょっと病院とは話がずれますけど、私も今回その話を聞いて、じばさんを見に行っ

てきたんですよ。ひどい。やっぱり改めてそういう目線で見てみて、全然売上げも上がっ

ている気配もないし、お客さんもほぼ素通りで、働いている人らは自分らでぺちゃくって

おるもんで、それでほこり被ったような商品も置いてあるし、あかんわなと思ったりした
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ので、それがいつの時期なのかは置いておいて。 

 

○ 三木 隆委員長 

 新聞にも結構大々的に載っていて、確かにあそこの利用価値というのは、今後、大きな

話になるかも分からんね、課題として。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 今すっからかんのインキュベートルームの部分もありますからね、そういう意味でいう

と産業生活常任委員会は商工も見ているのでいいのかなという気はせんでもないです。 

 病院についてはそんな感じです。決算の補足資料として委員会で資料提出を求めてみた

らどうかな。ほかに何かテーマがあるかと言われりゃ、まああんな話が出てきたので、じ

ばさん三重、一回見てみるのはどうかなと。時期については皆さんに合わせます。 

 

○ 小川政人委員 

 それは個別に見に行ける。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 見に行こうと思えば見に行ける話なので。 

 

○ 小川政人委員 

 わざわざ団体で行かなあかんか、委員会で。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 じゃ、皆さんにお任せします。 

 

○ 中川雅晶委員 

 僕も病院はちょっと、先方の意向も勘案しながら、必要なことは必要なことなので、ど

こかの時期では、それは例えば、あまり長くなればアンケートというやり方もあったりと

か、オンラインというやり方もあると思いますので、それはちょっと時期を探って、今日

明日行くというのはちょっとなかなか難しいかもしれんですけど。それはちょっと検討課



 - 86 - 

題として……。 

 

○ 三木 隆委員長 

 一応、日程だけは押さえておいて、コロナの状況を判断しながらどうですか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 テーマは正副一任でにしたらどうでしょうか。 

 

○ 三木 隆委員長 

 中止も含めて、２週間前ぐらいまでには連絡を取るので、正副に任せてもらえればと思

いますわ。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 結構です。 

 

○ 日置記平委員 

 僕は非常に病院への思いが強いので、特にコロナの件ね。いろいろ皆さんの意見はある

だろうけど、僕が今発言した件、これは委員長分かってもらったよね。できるかできやん

か、それは委員長にお任せします。できなければ、また、あとで私が個人的にすればいい

ので、自分が個人的にしておいて、委員長が知らない間にもらっておるということでは失

礼なので、そのことだけは伝えておかないと。 

 それともう一つこの前強く言ったのは、お茶の販売、生産者の方が苦境に立っておると

いう話しました。それから畜産の農家、牛を飼っている農家もこのコロナで苦境に立って

いるという、これ、あくまでもマスコミの情報の、この前の新聞に載っていた話なので、

この辺のところも少し見て、商工課がいないけど調べてもらって、その概況を認識する必

要があるのではないかというふうに思っていますので、その辺のところも委員長に任して。 

 

○ 三木 隆委員長 

 資料請求という形で。 
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○ 日置記平委員 

 そうですね。 

 

○ 中川雅晶委員 

 もう一つ、先ほど客引き防止条例が、パブリックコメントが終わって、12月定例月議会

ぐらいに上程をされてくる、一定期間を置いて条例が施行されるので、どのタイミングか

分からないんですけど、見守りではないけど、多少前なのか後なのか、後やったらもうひ

ょっとしたら任期がないかもしれないというところの微妙なタイミングになるんですけど、

そういうのもちょっと検討していただいてもいいんじゃないかな。 

 

○ 三木 隆委員長 

 一遍考えさせてください。 

 それと、今回は、決算、予算分科会長報告、委員長報告、論点整理シートへの記載につ

きましては正副委員長に一任いただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 三木 隆委員長 

 それでは、ちょっと所管事務調査に関しては、一応日程だけは空けておいてください。

それでちょっといろいろ考えてみます。 

 これで、本日の委員会は全て終わりました。ご苦労さまでした。 

 

                                １５：３９閉議  

 


